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開 会 午前 ９時００分 

 

開 会 あ い さ つ 

 

○議長（谷口雅人）  ただいまの出席議員は１２名であります。定数に達してお

りますので、直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。 

 

日程第１．会議録署名議員の指名 

 

○議長（谷口雅人）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、３番、大藤克紀議員、

４番、岩本富美議員を指名します。 

 

日程第２．一般質問 

 

○議長（谷口雅人）  日程第２、一般質問を行います。 

  質問者は、お手元に配付しているとおりです。 
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  なお、一般質問は、会議規則第６１条第５項の規定により、一問一答方式によ

り質問、答弁を合わせて４０分以内とします。 

  それでは、受け付け順にこれより準じ行います。 

  初めに、石谷政輝議員の質問を許します。 

  ９番、石谷政輝議員。 

○９番（石谷政輝）  おはようございます。以前にした質問も何点か含め、質問

をいたします。 

  まず初めに、病気の予防対策についてお尋ねをいたします。 

  食生活の欧米化に伴って、糖尿病の確率は予備軍を含め、成人で７０％から８

０％と高くなっております。発症に関する原因の中に、肥満、運動不足、暴飲暴

食などの生活習慣の乱れからとも言われており、症状は余りなく、わかりにくく、

検診などでわかる人が多いようです。 

  予備軍の人は、食事の仕方、食べ過ぎない、栄養のバランスのよい食事食、適

度な運動をすることで改善され、今の状態を維持し、進行を予防でき、治療まで

いかない方がふえているようです。運動と食の関係など、町報でお知らせできる

ことはないか、町長にお尋ねをし、以下は質問席にて行います。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  石谷議員の病気予防対策についてお答えいたします。 

  生活習慣病とは、毎日の生活習慣の積み重ねによって引き起こされる病気で、

その代表なものとして、糖尿病、脳卒中、高血圧、心臓病、新生物等があり、こ

れらの病気が死亡原因の約３分の２を占めております。このことから、生活習慣

病がもととなる病気を早期に発見し、予防や治療につなげるため、平成２０年度

から特定健診が始まり、各保険者が責任を持って検査結果をもとに、リスクの高

い人への特定保健指導を行うようになったところであります。 

  本町でも特定保健指導の対象となった方に対し、保健師が直接訪問し、結果説

明や指導を行っているところです。また、特定健診の受診率向上の取り組みとし

まして、検診車による休日検診を年４回実施、告知端末・広報紙を活用した啓発、

保健衛生委員を対象とした研修を行っているところであります。以上です。 

○議長（谷口雅人）  石谷議員。 

○９番（石谷政輝）  そのようなことを言われたわけなんですけども、その検診

を受けるほうとしましては、どうしても行かない方も多いんじゃなかろうかと思



－４－ 

っとるわけなんです。そこらのところを考えてみますと、いかにしてそこのとこ

ろを能率・効率を上げていくのかという施策も必要ではなかろうかと思うんです

けども、そのようなことを今どのように遂行してきておられるのか、その点はい

かがでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  先ほど糖尿病から、いわゆる高血圧等と言いましたけど

も、その中で糖尿病について、これは病院の事業管理者のほうから答弁をさせま

す。 

○議長（谷口雅人）  安藤病院事業管理者。 

○病院事業管理者（安藤嘉美）  ただいま糖尿病に限らず、生活習慣病の予防に

ついてということでありました。その啓発ということでありました。 

  糖尿病が疑われる人は、予備軍を含めて成人の５人に１人の割合と推定されて

おり、そのうち４割の人が未治療の状態にあると言われております。このことは、

先ほど言いました糖尿病に限らず、その他の生活習慣病等の予備軍で未治療の方

も同じような傾向が推測されます。このような方々が、ちょっとしたきっかけで

治療につながったり、自己防衛につながるような啓発としまして、まず町報の活

用を考えてみたいと思います。 

  現在、病院用として町報の１ページをいただいておりますので、その一部を使

用して、一口健康メモ、糖尿病にもいろいろな症状があるわけですけども、一般

的な注意事項としまして、一口健康メモのようなもののシリーズとして啓発して

みたいと思っております。そして、将来的に、これらを総括し、ほのぼのの専門

職全体が取り組んだ病気予防対策冊子のようなものが町民に提供できればと考え

ておるところでございます。以上です。 

○議長（谷口雅人）  石谷議員。 

○９番（石谷政輝）  わかりました。 

  次、２番に入ります。食品の食べ合わせについてであります。 

  近年では余り目にすることがありませんが、昔は食品の食べ合わせ表、食品の

カロリー表といったものが家庭でも目にしていたように思います。 

  病気予防のためにバランスのとれた食事と思っても、何もわからなければした

くてもできません。どの食品とどの食品が食べ合わせがよいのか、また悪いのか、

カロリーについてもどの食品が何カロリーあるのか、一目でわかるようなものが
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身近に情報としてあれば活用できるのではないかと思います。 

  高齢者の人は、食べ合わせなどわかる人もおられると思いますが、若い人はわ

からない人が多いのではないかと思います。町としてはどのようにお考えなのか、

お尋ねをいたします。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  食品の食べ合わせということですけども、これ昔から伝

わってる、いわゆる食い合わせということで、貴重な食材を効果的に食するため

に先人が経験をもとに伝承したものですが、残念なことに今日ではその意識も希

薄となっております。多くの言い伝えが消えつつあると感じております。 

  そういった中で、本町では健康の源は食にあるという認識のもと、管理栄養士

を配置して、毎月、総合センターや、それからほのぼのの中に健康に留意したレ

シピを掲示するなど、栄養を通して適切な健康管理を町民に働きかけているとこ

ろであります。以上です。 

○議長（谷口雅人）  石谷議員。 

○９番（石谷政輝）  町長、先ほど病院の管理も言われたんですけども、そうい

うような町報に、そういうものも一緒にしていただけたら、より一層、目につく

んじゃなかろうかと思いますけども、そういうお考えはないでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  確かに、いわゆる食い合わせ、今言いましたように、昔

の人は非常に経験からいろんな食べ物の食べ合わせですね、例えばウナギと梅干

しとか、よくそういうのを聞きますけども、近年、そういういろんな食の、食べ

物の裾野がどんどん広がってきておりまして、これとこれはだめだとか、これと

これを食べたらちょっと健康に悪いよということはなかなか難しい面があろうか

と思いますけども、そういった意味で、確かに議員がおっしゃるように、昔の経

験を生かした、そういう食べ合わせというものもやっぱり重視していかないと、

今、現代では子どもたちの給食でも、そばとかいろんなことが出てきましたね、

そういうのを注意するということで、今、議員がおっしゃるように、町報という

ことでありますが、これはまた検討をするべき課題かなと思っています。 

○議長（谷口雅人）  石谷議員。 

○９番（石谷政輝）  そういう観点で言われて、非常に感心しとるとこですけど

も、どちらにしろ、昔よかったものが今の若い保護者の中に関心が薄れてるとい
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うのか、わからないというのか、戻す子どももおるそうです。やっぱりそういう

ところに原因・要因があるんじゃなかろうかというような考えがありますので、

今のような質問をさせていただいたわけなんですけども、そういうようなところ

で、教育長、指導がそういうような、食べ物に関して、指導は子どものほうには、

学校のほうではしていることはないでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  長石教育長。 

○教育長（長石彰祐）  改めまして、おはようございます。 

  本日は、私の一般質問のデビューということでご指名いただきましてありがと

うございました。（拍手） 

  誠意を持って答えさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

  先ほど石谷議員のほうから、子どもたちの食べ物に対する教育、指導というこ

とですけども、本町で取り組んでおります児童の歯と口の健康づくりについてお

答えをしたいと……。 

（「それは次に質問します。」と言う者あり） 

○教育長（長石彰祐）  次で、はいはい。 

（「先ほどの質問に答えていただきたい。」と言う者あり） 

○教育長（長石彰祐）  食べ合わせの件ですね。 

  なかなかここの部分ですね、根拠的な部分が立証できないという部分がござい

ます。ですから、養護の関係、また食育の関係、そういうようなほうも協議をし

てまいりましたけども、なかなか今の現状からすると、今さっき町長が申しまし

たウナギと梅干しのあたりですね、なかなか説得力がちょっと乏しいと考えます。 

  食べ物の部分につきましては、食育の部分、また家庭でのあり方、そういう部

分の指導は学校、また保育園、こういうほうで指導してまいりたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

○議長（谷口雅人）  石谷議員。 

○９番（石谷政輝）  そう申したのも、私が何で言ったかというと、最近では回

転ずしみたいなものがあるんですね。回転ずし屋さんがあって、たくさん市内に

出たらあるわけなんです。肉と刺身が出るわけなんですね、上に乗ってね、そう

いうのを食べると半分以上の子が戻しておるんです。そういう観点から見ると、

どうしても食べ合わせのところに持っていかないけないんじゃないかなと。そし

て、戻したお子さんはえらいわけなんですが。やっぱり、こういうところはもと
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の基礎が足らないんじゃないかなと、ちょっと自分なりに思ったんですが、そう

いうことも時として、大人の知恵として、子どもや若い保護者の方に伝えるのも

一つの例かと思ってますので、そこのところ、しっかりと考えていただけたらと

思っております。 

  ３点目に入ります。教育長、デビューということでお待たせしましたけども、

歯の大切さについてお尋ねをいたします。 

  まず初めに、町長のほうにお尋ねをいたします。 

（「はい、議長」と呼ぶ者あり） 

○９番（石谷政輝）  あっ、待って。 

（発言する者あり） 

○９番（石谷政輝）  食べるときの歯の大事さはみんなわかってきているのです

が、その予備知識というものは薄れてきているのではないでしょうか。と申しま

すのも、人によって歯の弱りに違いのあるのは言うまでもありませんが、歯磨き

の仕方、かみ合わせによって歯の健康は保たれるそうです。 

  そういう観点から考えてみますと、一度、歯医者さんにそのような話を聞かせ

ていただくことも時には大事かと思いますが、まず初めに、町長のお考えをお尋

ねいたします。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  教育長のデビューで、ちょっとそっちの方に頭がいって

おりました。失礼いたしました。 

  おっしゃるように、食べ物というのは当然、歯ということであります。口や歯

の重要性は感じるところであります。しかし、町民の歯の健康に対する認識は非

常にまだ低いと。平成２０年、平成２２年に町民を対象に開催した歯科医師によ

る講演会の参加者が非常に少ない。まだまだ町民の関心は低く、その後は保育園

の保護者を対象とした研修を実施しているところでありますが、歯の健康は、歯

のみにとどまらず、その部位にも影響があるため、今後も啓発を実施することと

しております。 

  それから、歯科保健として子どもの健診にフッ化物塗布や、それから歯科指導、

子育て講座では歯科講話やブラッシング指導を行うなどの活動を実施している、

このような状況であります。 

○議長（谷口雅人）  石谷議員。 
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○９番（石谷政輝）  町長、歯磨きにも大きくなってくればくるほど、横磨きっ

ていうんですか、そんなほうに、やっぱり時間の制限があったりして、早く磨い

て早終わりたいというようなことがあって、大変横磨きは害をもたらすそうです。

やはり小さいときから学んだ縦磨きというのが一番は重要視されているわけなん

ですけども、そこらのところが余りなされてない傾向があるということが示され

ておりますので、そこでこういうような質問したわけなんです。 

  今後、もう少し指導方法ですな、どんなような方法があるかは検討の余地があ

ろうかと思いますけども、そのようなお考えを持っていただけないかということ

をお尋ねしますので、再度ちょっとお尋ねします。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  議員のおっしゃる質問というのは、これ非常に実は大事

なことでありますけども、ただ、町が当然率先してやるべきことではあるんです

が、家庭でお父さん、お母さん、そういう家庭教育の中で実はやっていただくと。

この質問、非常に重要だと思います。でありますから、これをきっかけに、もっ

と家庭でちゃんとした、お父さん、お母さんの責任において、あるいはおじいち

ゃん、おばあちゃんの責任において、子どもたちの歯の、いわゆる手入れをやっ

てほしいというようなことも、町から家庭に問いかけるということも必要である、

このように思ってます。 

○議長（谷口雅人）  石谷議員。 

○９番（石谷政輝）  はい、わかりました。 

  教育長、お待たせをいたしました。先ほど言った件の中で、子どもの歯磨きと

保護者を一緒にしたような指導はできないものかというようなことをちょっと頭

の中で考えておるんですが、そこらの今後に向けての視点から、少し話していた

だけたらと思うんです。 

○議長（谷口雅人）  長石教育長。 

○教育長（長石彰祐）  先ほどフライングしまして申しわけございません。 

  本町で取り組んでおります児童の歯と口の健康づくりについてお答えをします。 

  まず保育園では虫歯予防として、うがいができる、永久歯の生える年中児の４

歳から保護者の協力のもとで、各家庭で仕上げ磨き、子どもたちが磨くわけです

けども、その後の最後の仕上げを保護者の方を中心に取り組んでおります。 

  それから、本年度から歯質強化と虫歯への抵抗力を強くするために、フッ化物
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洗口、フッ化物といいますのは、これ医薬品ですけどもフッ化ナトリウム、これ

をぶくぶくうがいをすることによって、歯のエナメル質が強くなるという、こう

いうような効果があるわけですけども、こういうフッ化物洗口を希望者を対象に

行っております。また、おやつにつきましてもシュガーレスに変えたり、それか

ら炭酸飲料などの酸性の飲み物は控えるようにしております。 

  小学校では、昨年度に比べ虫歯のない子どもたちが減って、虫歯の未処置の子

どもさんがふえております。このため歯の衛生に関する正しい知識の啓発と、口

腔衛生指導による虫歯及び歯科疾患の早期治療と予防に向けて、各学年ごとにテ

ーマを決めて保健指導を重点的に行うとともに、歯磨き教室、歯の健康教室、良

い歯の表彰、それから小学校６年生を対象とする良い歯のコンクール、こういう

ようなことに取り組んでいるところでございます。以上です。 

○議長（谷口雅人）  石谷議員。 

○９番（石谷政輝）  少しずつ中がわかったわけなんですけども、その中に歯医

者の先生に講演をいただくっていうようなことを中にも入れていかないと、やは

り指導だけしとってても身につかないと何もわからないわけなんですし、先生が

申しますと、やはりそこはプロですから、何らかのまた方法としてしっかりと伝

えることが子どもにも保護者にもできるんじゃなかろうかと思うわけなんです。

そこら辺はいかがですかな。 

○議長（谷口雅人）  長石教育長。 

○教育長（長石彰祐）  そういう歯医者さんの指導ですけども、保育園でも当然

行っておりますし、小学校でも担当の歯科医師さんがおられます。こういう方に

指導をいただきながら、講演というようなことは保護者会の席、またＰＴＡの席

で行っているところでございます。以上です。 

○議長（谷口雅人）  石谷議員。 

○９番（石谷政輝）  これ実は歯医者さんから、プロの歯医者さんから聞いたも

んですから、そこまでしとるのに何でまた私に言ったのかなというような思いつ

きがあるんですけども、それでもそういう子どもの歯のエナメル質が取れてきて

弱るっていうんですか、そういうことがふえてきとるからじゃないかなと思っと

るんですけど。そこまでしても、そう悪くなるというのは、どこに原因があるん

だろうなと思うわけです。 

  それで、教育長、先ほど言われましたけども、歯医者の人も常に指導されとる、
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ですが私のとこに届いたのは、やはり歯医者さんの先生が言われるのには、なか

なかそういう指導の場所の機会がない、できればそういう場所をつくってほしい

んだと、そして、啓発していくことによって、みんなの健康が保たれるんではな

かろうかというようなことがあったもんですから質問しとるわけなんですけど。

そこはクリアしとるというふうに捉まえていいわけですね。もう一度、再度いか

がですか。 

○議長（谷口雅人）  長石教育長。 

○教育長（長石彰祐）  先ほど申しましたフッ化物の洗口でありますけども、今

年度から始めてみたところであります。 

  私が福祉課の時代ですので、５年、６年前になりますけども、その当時は鳥取

県下で智頭の子どもたちが一番虫歯の罹患率が高いということで、ワーストスリ

ーぐらい入っていました。そういうようなこともありまして、それを何とかしな

きゃならん、それから福祉の立場からすると、やはり８０２０、８０歳まで２０

本の歯を保とう、こういうようなことをやっぱりベースに考えると、子どもたち

からそういうような指導が必要だということでございます。 

  ですから、今年度よりフッ化物洗口、また炭酸飲料は保育園では出さない、牛

乳とかお茶とか、こういう部分に限定をする、そういうような指導をするととも

に、各家庭においてもやはりそういうような、保護者の方に炭酸飲料は飲ままい

でとか、牛乳飲もうでとか、そういうようなご指導のもとに、仕上げ磨き等を徹

底しているところでございます。以上です。 

○議長（谷口雅人）  石谷議員。 

○９番（石谷政輝）  そういう意味におきましても、子どもだけでなしに、保護

者がおる立場の場所で一緒に指導してあげたら、倍の効果が出るんじゃなかろう

かと思ってますんで、そこのところを今後に向けて頑張ってください。 

  次の質問に移ります。次は、前にもしたことがあると思うんですけども、鳥獣

被害について質問をさせていただきます。 

  近年、鳥獣被害に遭っている方が非常に多くあり、囲いの中に人間が住んでい

るかのように感じる光景が見られるところも多数見られます。 

  八頭郡内では何千頭という捕獲はされていますが、一向に減少する傾向はあり

ません。田んぼはイノシシに荒らされ、畑の作物は鹿、猿などによって、収穫間

近になると大変な被害に遭っているようです。 
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  昨年、動物保護のためにも人里に近づけないために、試しにと思い、忙しい中、

某課長に手伝っていただき、数カ所にオオカミのおしっこを設置してみましたが、

最初は効果があるのですが、時間とともに経過がたつにつれてきかなくなってく

るようです。ことしもと思い設置に行ったところ、昼間の時間帯にもかかわらず、

子鹿２頭と親鹿１頭を目の前で見ました。結局は、幾ら捕獲しても生命が生まれ、

同じことの繰り返しで、イタチごっこのように思われます。 

  抜本的な考えが必要に思いますが、捕獲はされつつあるが、その後、さらなる

対策はどのように考えておられるのか、町長にお尋ねをいたします。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  この鳥獣被害の問題は、この智頭町のみならず、これも

う全国的に広がっておるようであります。非常に頭の痛い問題の一つであります

が、この鳥獣被害の対策といたしまして、駆除の面では、シカとかイノシシとか

ヌートリアの捕獲に対する奨励金を交付するとともに、猟友会へイノシシ、カラ

スの捕獲を委託しておるというのが現状であります。あわせて、金網、電気柵等

の被害防止施設の整備の支援を実施しております。駆除と防除の両面から対策を

講じておるというのが現状であります。 

  今後は、本年度から新たに猟友会の射撃練習への支援を行うとともに、県鳥獣

対策センターと連携しながら、囲いわなによる多頭確保の導入を検討するなど、

有害鳥獣の個体数を減らす対策に力を入れていきたいと、このように考えており

ます。 

  また、被害防止施設の整備についても、町民の皆様によりきめ細かに周知、説

明を行うなど、駆除と防除の両面からの事業を充実させながら継続実施していき

たい、このように考えております。あわせまして、事業を継続していきながら、

新たな駆除、防除の方法についても情報収集と調査を行い、それも踏まえて対策

を検討していきたい、このように考えております。 

○議長（谷口雅人）  石谷議員。 

○９番（石谷政輝）  その一つとして、町長、鹿をとっても肉がお金にもならん

し、売買ももともとはできんでしょうし、そこらのシステムを変えるような方法

はないかというようなことが一つ考えられるわけなんです。 

  ことしの８月の２０日付のこの官庁速報の中に、夜間の猟銃を許可したとかい

うようなこともあるわけなんです。縄というか、あれは、網や捕獲のもんですね、
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そんなものは智頭は町長初めとして頑張っていただいとるから、先に設置をして

あるんですけども、それ以前の、もうここまでやってもこのような状態というこ

とは、私たちも動物保護のとこから、観点から考えてみますと、やっぱり奥に行

ってほしいという思いがあったもんですから、オオカミのおしっこ、某課長は覚

えてますわね。そうやって設置したりなにしたりして、小さな苦労とかあります

けども、そんなことをやりながらしてきたけども、いよいよこうやって効果がな

いということになるといいますと、やっぱり今言いました民間の猟銃持ってる方

ですね、許可証を持って猟銃持ってる方などにお願いして、ビジネスとしてなら

ないものかと。全国のでしょうけども、これ、２０億円からの予算が含まれとる

んですね。智頭に幾ら来るのかわからないけども、ここが町長、力の見せどころ

で、何かいい案をちょっと創意工夫したら、お金も引っ張ってこれ、またそうい

う駆除の対策にも智頭町が先頭になるんだというようなことにつながればと思っ

ておりますが、そういうところのことを、今後に向けて考えていただくというこ

とはできないもんでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  智頭町は智頭町なりに、実は今申しましたように努力は

しております。また、石谷議員もご自分でオオカミの尿を購入されて、結構高い

もんだと聞きましたけども、実際にやっておられるとか、いろいろあるんですが、

実はこれはただ町で、智頭町だけで追いあいこしてもだめだと。若桜から来るの

を今度は防御して、今度は智頭からどっかの町に追っ払っても、また同じ繰り返

しになると。これ実は、私は町だけの問題、あるいは県だけの問題ではないと、

知事にも訴えております。いわゆる国策でやらないともうだめだということです

ね。そういった中で、かなり国もこれは憂慮すべき問題だということで、例えば

猟友会の皆さんの、いわゆる俗に鉄砲撃ってもいい範囲を広げたり、そういうこ

ともやらなきゃいかん。今、要するに民家から３００メートル、幾らいても撃っ

たらだめというとか、非常に厳しい環境問題がありますので、国のほうも僕は少

しもう遅いんじゃないかなと思うんですがね、いわゆる国際的な防御も必要でし

ょうけども、国内の防御も、国を守る防御もやっていただかないといかんという

ことで、このことも実は石破大臣にも先般会いまして、この問題が出まして、地

方を守るためには、創生するためには、この問題がまず大変だよねというような

ことも実はおっしゃっておりました。 
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  そういった中で、ただ町同士で追いやっこするんじゃなくって、根本的な国の

施策も、いわゆる陳情しながら、それでも智頭町においては農家の皆さんがお困

りにならないような、そういうことやりたい。 

  それから、いわゆる鹿の肉ですか、ジビエ、鹿、鳥獣のジビエ、この日本には

なかなか食文化がないんですね、この鹿を食べるという文化、ヨーロッパにはあ

りますけども。それから、鹿には食べる、いわゆるところが余り量が多くないと

いうこともあったり、いろんな部分でなかなかこれ難しいけども、そういうこと

をやっていらっしゃる業者に聞きますと、これは絶対、いわゆるプラスにならな

い事業だというような報告も受けておりますんで、非常に頭の痛い悩ましい問題

であると。しかし、投げ出すわけにはいかないと。そういう中で、智頭町として

は諦めないで、いわゆる今いる智頭町の鹿を駆除するというようなことに力を入

れていきたい、このように思っております。 

○議長（谷口雅人）  石谷議員。 

○９番（石谷政輝）  そういう点については、しっかり私も町長にお願いするだ

けでなくって、ともに力を携えながら、智頭町のために頑張っていきたいと思っ

ております。 

  時間がありませんので、次に移ります。災害対策についてお尋ねをいたします。 

  近年、気候変動のため全国各地で土砂災害がありますが、これは大変不幸な結

果を招いております。一番新しいものでは広島県で行方不明者も含め９０名前後

のとうとい命が奪われました。その結果として、災害ハザードマップが役に立つ

とのことですが、これも昼と夜では違いがあるようです。 

  鳥取県全体が対象に当たっているということですが、中でも、我が智頭町にお

いては、花崗岩石とそれが風化した真砂土、葉っぱなどが落ちた腐葉土の土質と

伺っております。 

  そこで質問ですが、現在崩れそうなところ、また、崩れかかっているところが

目に見えるだけでも幾つかあり、１年、２年たってもまだ手がつけられていない

状況があります。国県と一体となって進めていかないといけないことは言うまで

もありませんが、危険な箇所ほど早く対策を立ててほしいとの要望も私のところ

に届いております。町長のお考えをお聞かせください。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  この地すべり、それから土砂等の崩落対策でありますけ
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ども、これ県事業として治山事業及び砂防事業で対応しております。砂防事業と

しましては、土石流対策、それから急傾斜地崩壊対策、それから地すべり対策、

これらのものがあります。 

  そこで、本町では、土石流対策につきましては１４７渓流指定がしてあり、そ

のうち３０渓流が整備され、整備率は２０.４％、それから急傾斜地対策につき

ましては、８３カ所指定のうち１５カ所が整備され、整備率は１８.１％、さら

に地すべり対策につきましては、１カ所指定されていますが未整備であります。

砂防関係対策として、約１９.５％の整備率であり、整備がおくれていることか

ら、引き続き治山事業及び砂防事業の予算確保・整備率の向上を国、県に要望し

ていきたい、このように思っております。 

  本町では、土砂災害のおそれがある区域で土砂災害が発生した場合には、住民

等の生命または身体に危害が生じるおそれがあると認められる土地の区域、土砂

災害警戒地区、いわゆるこれはイエロー地区ですね、は４８６カ所が指定、また

土砂災害が発生した場合には、建築物に破損が生じ住民の生命または体に著しい

危害が生じるおそれがあると認められる土地の区域、土砂災害特別警戒区域、こ

れレッド区域、そしてイエロー区域のうちの４４９カ所が指定されております。

いずれにしましても、そのような、いわゆる危険地帯が現に町にもございますん

で、心して対処してまいりたい、このように思っております。 

○議長（谷口雅人）  石谷議員。 

○９番（石谷政輝）  数で智頭はそのように多いいわけですし、それから今現在、

この気候を見ていますと、１日で１カ月分の雨が降ると、そのようなことが起き

るわけなんですね。現実として起きてきて、この日本はどうなっていくんだろう

かと、そういうようなことも皆心配してることじゃなかろうかと思っておるわけ

なんです。 

  そこで、今、現実に家の裏がもう崩れてきて、本当にいかにして早うせないけ

んのかなと思うところがあるんですけども、工事をですね。ですが、ここはもう

智頭の管轄でない、町長が言われとるとおりに国や県がせないけん部分もありま

して、非常に頭が痛い、これを思っとるわけなんです。そこらで何かの方法で、

やっぱり危険が本当に目の前に、目に見えているところは早く手をつけて、温か

い手を差し伸べると言ったら語弊があるかもわかりませんけど、そういうような

手法をするのも一つの方法じゃなかろうかと思っとるわけなんですけど。もう見
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とってもいじましくてならんところがあるわけなんです。そこのところで、町と

してのできる最善の努力はないかということで、心がけてはおるんでしょうけど

も、さらなる前進の一言をよろしくお願いします。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  おっしゃるとおりであります。我々は、町民の皆様の安

全を守る大きな役割がございます。そういった意味で、おっしゃるように、今、

自然災害等が非常に日本中で起きておりますんで、これをちゃんと目を光らせな

がら、国、県に要望していくということであろうかと思います。 

○議長（谷口雅人）  石谷議員。 

○９番（石谷政輝）  時間の都合もあります。町長、質問しましたが、智頭町の

未来あるあしたを考えると、特に健康で心配ない生活ができるような社会をつく

っていきたい、また、そのためにも行政と一体になって、よりよいあしたを目指

して、できれば皆で目標を立て、それに向かって進んでいきたいと思いますこと

を伝え、私の一般質問を終わりとさせていただきます。 

○議長（谷口雅人）  以上で石谷政輝議員の質問を終わります。 

  次に、高橋達也議員の質問を許します。 

  ２番、高橋達也議員。 

○２番（高橋達也）  議長の許可を得て、通告に従って順次質問いたします。 

  まず、智頭町行財政改革審議会答申の対応状況について、町長にお尋ねいたし

ます。 

  約５年前の平成２１年１１月に、智頭町の行財政改革の推進に関して、町長は、

真に必要な公共サービスと新しい住民自治のあり方、職員の人事管理・給与制度

のあり方など、大きく３項目について行財政改革審議会に諮問されました。この

諮問を受けた審議会は、鋭意審議された結果、平成２２年８月に町長へ答申され

たところです。 

  答申を受けた後、４年が経過しましたが、答申の提案内容のうち、これまでに

第６次智頭町総合計画の策定、第２次智頭町行財政改革プランの策定など、速や

かに対応済みのものがある一方で、いまだに達成されていないものが多い状況で

あります。特に自治基本条例の制定、公共サービス基本条例の制定、職員の勤務

評価を勤勉手当等への反映については、急がれる対応事項であろうと思うわけで

ありますが、まずは、今日までの検討状況と今後の見通しはどうであるのか、町
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長にお尋ねをいたします。 

  以下の質問は質問席にて行います。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  高橋議員の智頭町行財政改革審議会答申の対応状況につ

いてお答えいたします。 

  智頭町行財政改革委員会答申の対応状況についてでは、平成２１年１１月２７

日に智頭町行財政改革審議会に諮問し、翌平成２２年８月３日付で答申をいただ

いたものであります。 

  諮問事項３項目に対して、答申として九つの提案をいただき、着々と進捗を見

ているものの、先ほど議員ご指摘のとおり、自治基本条例及び公共サービス基本

条例の制定及び職員の勤務評価を勤勉手当等への反映など進捗を見ていない項目

もあります。 

  その中で、まず、自治基本条例の制定についてですが、住民自治に基づく自治

体経営の基本原則を定めた条例で、自治体の憲法とも言われるものであります。

第６次総合計画で、町民が主役をうたう本町としましては、制定すべき条例であ

ると認識しております。県内では八頭町ほか３町が制定されており、引き続き制

定に向け検討していくこととしております。 

  次に、お尋ねの公共サービス基本条例の制定についてですが、この条例は、全

ての公共サービスが必要なとき、必要な人に確実に行き届くよう基盤を整備し、

公共サービスの質を向上させることで、豊かな地域づくりを実現するためもので

すが、条例制定の自治体は全国的に見ましても数例しかなく、特に町村にあって

は実例はないというのが実は現状であります。現段階では、緊急性はないように

考えておりますが、公共サービスの質と量の確保は町民の権利であり、このこと

は自治基本条例と連動することから、今後検討してまいります。 

  それから、職員の勤務評価を勤勉手当等への反映につきましては、処遇へ反映

させる目的もありますが、主として人材育成・活用を目的としており、職員の意

識改革、能力開発を図るため取り組んでいるところであります。 

  反映の状況でありますが、平成２３年度においては、平成２３年の評定結果を

もとに、６月の勤勉手当に管理職のみですが反映させたところです。以後、本年

度まで同様に実施しているところでありますが、評定者の習熟度等に鑑み、全職

員の処遇の反映については、いましばらく時間がかかるものと、このように思わ
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れます。以上であります。 

○議長（谷口雅人）  高橋議員。 

○２番（高橋達也）  この件に関しましては、昨年の３月定例会におきまして勇

退された先輩議員が一般質問をされております。その際、町長は、答申いただい

た提案内容のうち、進捗を見ていない項目もあり、今後さらなる取り組みを進め

ていきたいという答弁をされております。さらに、この先輩議員が、これは主に

職員の勤務評価制度についてのようでございますが、「町長、本当にやる気があ

るのか」ということを追及しておられ、町長は、「答申をいただいた内容という

ものは真面目に実行しなきゃいかんという思いがある、私は逃げるつもりもな

い。」という答弁でございます。先ほどの答弁と相通ずるものだと思いますが、

今、引用しました昨年３月の定例会、既に１年半が経過しておるわけです。失礼

ながら、余り検討された様子が私はうかがえないと感じております。 

  そこで、もう少し踏み込んで言いますと、昨年の３月議会以降において、具体

的にどんな検討をされたのかということとあわせまして、再度、私からも、「町

長、本当にやる気があるんですか」ということを確認させていただきます。どう

でしょう。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  今おっしゃるように、先輩議員がご質問なさったのも当

然私も覚えております。 

  この勤務評価、勤務評価というのは、人が人をいわゆる評価するわけでありま

す。これは当然、野放しにしておく問題ではないと。やはり我々職員というのは、

当然、町民のために仕事をする。いつも私が言っておりますように、なぜ役場が

あるか、なぜ町長がいるか、なぜ職員がいるか、なぜ議員さんがいらっしゃるか、

これは町民がいらっしゃるから役場もリーダーも議会も必要であると。というこ

とになりますと、当然そこに働く職員、これは非常に重要になってきております。

その中で、正直、非常に能力のある職員もあれば、誰が見てもううんという職員

も現におります。これは実は智頭町だけではございません。これは、この問題は

全国の悩みの問題であろうかと、このように思っておりますが、そういう人を評

価することはなかなか難しい。その中で私は、今申しましたように、いわゆる人

材育成・活用を目的としており、という答弁をいたしました。できる人はすごい

なと、君はよくやるなと、やっぱり褒めるべき。そのできる人をどんどん伸ばし
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ていく、これも一つの方法かもしれません。できない人をカット、カット、カッ

ト、果たしてそれでトータル的にうまくいくかというと、なかなかそうではない。

自分がやれば、いわゆる評価されるんだなということを皆さんに見ていただくた

めに、評価の高い人、こういう人がすごいなというような、そういうことも必要

ではないかなと、このように思います。 

  いわゆる、この問題は、どこでも議論されております。町民の方は、要はでき

ないやつはばっさばっさ切ってしまえという非常に強烈な意見もいただいており

ます。それも一つ理があるかもしれませんが、なかなかそういう人の首をどんど

ん評価を下げるというのもいかがなものかという中で、非常にジレンマがあると

いうのも実は正直なところであります。がしかし、この三つの諮問をいただいた

以上は、それは知りませんというわけにはいきません。そのような意味で、この

勤務評価を勤勉手当、これを反映させるためには、これは続けていかなきゃいか

ん。 

  あと、３年間、どういう努力をしたかということでありますが、この件につき

ましては、やはりカーブが緩いなという、この反省もございます。しかし、今言

いましたように、実際には役職でありますけども、そういう対処をして、実際に

やっておるというのが現状であります。 

○議長（谷口雅人）  高橋議員。 

○２番（高橋達也）  今、主に職員の勤務評価のことを重点に答弁されましたが、

最初の答弁の中で、町長が、公共サービス基本条例については、全国的に見てほ

とんど制定しておるところがないと、その中で、町村ではどこにも制定してない

んだと、緊急性を特に感じないってなことをぽんとおっしゃいましたが、私はむ

しろそこを逆手にとって、智頭町が全国トップに制定される意義が十分あると思

ってますよ。ぜひ、隣の八頭町もついおとどしぐらいだったでしょうか、制定さ

れました自治基本条例とあわせて、町長、さっき言いましたように、連動して、

これ今後強烈にといいますか、重点的に制定に向けて取り組んでいただきたいと

いうように思っております。 

  冒頭にもちょっと触れましたけれども、答申を受けて速やかに制定されました

第２次智頭町行財政改革プラン、この中に、取り組みの期間というのが明記して

あるんですが、平成２６年度までなっております。今年度は最終年度です。その

中身のほうに、改革の具体的取り組みという大きな項目で、いろんな項目が資料
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として列記してあります。それをよくよく眺めてみますと、自治基本条例と公共

サービス基本条例の制定という項目が、最後のその他という項目に位置づけられ

ております、最後のその他。しかも年度ごとにどういうふうに検討していくかと

いうことが表でまとめられておるんですけども、最初の平成２２年度と２３年度

は検討、しかしながら２４年度から２６年度は空欄なんです、表が空欄。ですか

ら、何をされるのかは見えない。要するに、これらのことから感じますには、や

っぱり積極的に対応するという姿勢が残念ながら見えないわけであります。ある

いは私の資料の読み方がおかしいんであれば、おい高橋、おまえの捉え方おかし

いと言っていただければ結構なんですけれども、私自身は少なくともそう感じて

おるもんですから、くどいようですけども、再度、町長に意気込みを述べていた

だきたいと思います。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  まず、平成２１年、行財政改革審議会に諮問、この当時

は非常に積極的、他の町村がなかなかやれない課題に智頭町は挑戦いたしました。

これは外部から先生をお呼びして、行財政改革審議会というものをやるんだとい

うことで、これは非常に積極的な姿勢であります。その中で、できたもの、でき

ないものという中で、今できてないものが三つほどあるという中でございます。

確かに、ありとあらゆるものも条例というもので縛りつけるのは当然なことであ

りますからやらなくてはならない。しかし、正直言いまして、まさに今おっしゃ

る、いわゆる公共サービス基本条例というのは、これなかなか簡単に条例といい

ますけども裾野が広いんですね。これをじゃあ、果たしてということになると、

実際理解される方がどこまでいらっしゃるかという大きな大きな何か深い問題に

なってくる、決して逃げるわけではありませんが。確かに諮問はしてありますけ

ども、この問題は、さてという、正直に私はこの公共サービス基本条例について

は思います。 

  それから、いろいろおっしゃいましたんで、非常に否定的というわけではござ

いません。当然やらなきゃいかんことは時間をかけて研究しながらやると。この

条例も一足飛びにできるものではありません。いろいろ研究、あるいは日にちも

かかる等々ございます。そういった意味で、あと、きょうご質問なさった件につ

いては、少しではありますけども、前に前に行くということは考えておりますん

で、ちょっと否定的ではないかというよりも、むしろエールを送っていただくと
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いうふうなことで捉えさせていただきたいなと、このように思っております。 

○議長（谷口雅人）  高橋議員。 

○２番（高橋達也）  私も早う制定せいというふうにやいやい言うつもりはあり

ませんので、その点は誤解のないようにして捉えていただきたいと思います。 

  八頭町さんもだったかもしれませんし、先ほども町長の答弁の中に触れられた、

既に制定されておられる基本条例、特に、どうも取り組みをちょっと勉強してみ

ますと、やはり役場の中だけで検討されずに、町民巻き込んだ何か制定委員会の

ようなものを組織されて、何回も何回もキャッチボール、もんで仕上げてきてお

られるようです。ですから、当然そういう経過を踏まんといけんと私も思ってま

すので、そんなにぱっぱっぱっとできるもんじゃないという捉え方はしておりま

す。 

  先日でしたが、私どもの議員研修会に講師としてお招きしました山梨学院大学

の江藤先生、ご承知のとおり本町の行財政改革審議会の会長さんでございますが、

その際に、江藤先生が、えっ、智頭町さんは、まだ自治基本条例制定してないん

ですかって、ちょっと驚かれておったんです。 

  私も改めて行財政改革審議会の答申書に目を通しました。冒頭部分にはこう書

かれております。「本答申を行政側で厳しく真摯に受けとめ、単なるパフォーマ

ンスに終わることのないよう、町長を初め行政職員の意識改革を早急に進めるこ

とが必要です。」このことを改めて認識していただくことを強く指摘させていた

だきまして、次の質問に移ります。答弁要りませんので。 

  次に、森のミニデイの継続について、町長にお尋ねいたします。 

  平成２４年１１月に山形地区で事業開始して３年目になりますが、来年度以降

の県補助は不透明であります。いつまでも補助に頼らず自力運営に移行すること

を求められていることは承知しておりますが、現状では自主財源だけでの事業運

営は極めて困難な状態であるようです。したがいまして、町費補助を含めた公費

補助がなくなりますと事業継続が途切れてしまうことが心配されます。やっと３

年目の運営となりまして、さあこれからだというときに、あとは自分たちで何と

かせいというようなことではいかがなものかと思います。 

  こうした取り組みは、一度中断してしまいますと再開することは非常に困難で

あろうと容易に推察されます。特に来年度から始まります介護保険制度の見直し

に伴いまして、この森のミニデイの取り組みはますます重要性を増すものと認識
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しております。 

  町としまして、これまでの取り組みに対する評価と、来年度以降の事業継続に

ついてどのような見解をお持ちであるのか、お伺いします。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  森のミニデイでありますが、福祉施策につきましては、

介護保険制度を初めとする制度改正が平成２７年４月から実施されることに伴い、

さまざまな事業展開が必要となってまいります。これは今、議員がおっしゃった

とおりでありますが、その中でもご指摘の介護保険法の改正があります。介護支

援サービスの一部が町の地域支援事業となることは、これまでの介護サービスの

あり方が大きく変わるものであり、受け皿として求められる、住民が主体に取り

組む生活援助や居場所づくりといった多様なサービスの実施について、地域の中

で展開する必要を感じております。このような取り組みに対して、町の支援をし

てまいりたい、このように考えております。 

○議長（谷口雅人）  高橋議員。 

○２番（高橋達也）  今、町長から述べていただきましたようなことが今後重要

になってくると思います。 

  ちょっとここで参考までにといいますか、私がるるあれこれ申しますよりは、

実際に森のデイサービスに通っておられる方が、昨年地元新聞に読者の声みたい

な格好で投稿しておられる記事をちょっと見つけましたので、ちょっとこれを紹

介します。これを聞いていただければ思いが伝わるんじゃないかと思ってます。 

  「私の住む智頭町山形地区に、介護認定を受けなくても自由に参加できるミニ

デイサービスの場が昨年開設され、私はことし２月から週２回参加しています。

送迎もしていただき、ほかの参加者との出会いが生まれます。お互いに老人です

から昔話や子どものころのお話、戦時中の苦労話、そして長い人生での体験談な

ど毎回楽しく話しています。昼食は係員による栄養満点のごちそうをいただき、

さらには関係職員やボランティアの方々の心遣いでいろいろと楽しく、おもしろ

い行事もあり、いつも楽しみいっぱいで次の参加日が待ち遠しく思われます。ま

た隣室には月に２回、智頭病院の内科の出張診療もあり、診察も受けられて健康

相談もできるので申し分ありません。私は高齢と体調不良で家族旅行はもとより、

団体旅行も不可能ですが、私にとってこのミニデイサービスの場はまさに安心・

安全、そして楽しい行楽の場であると感謝しています。」こういう一文なんです。 
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  先ほどの町長の答弁に、受け皿として住民が主体となっていく、こんなことは

大切なので、町も支援していくんだという答弁をいただきました。ぜひそういう

ふうに来年の事業展開、来年度以降の事業展開に向けて努力していただきたいと

思っております。 

  ご承知のとおりでございますが、来年度からの介護保険の制度の見直しには、

地域支援事業以外にもさまざまな項目に及んでおります、先ほどの町長のご答弁

のとおりですが。加えまして、ご承知のとおり、これも来年度からは生活困窮者

自立支援法が施行されます。担当課は従前にも増して多忙となります。見直し後

の制度を円滑に実施するためにも、職員の健康管理面も含めた全般的な組織体制、

制度設計を多角的な観点から構築されることをあわせて指摘させていただきまし

て、少し早いですけれども、以上で私の質問を終わります。答弁要りませんので。 

○議長（谷口雅人）  以上で高橋達也議員の質問を終わります。 

  ここで暫時休憩をします。再開は議場の時計で１５分。 

休 憩 午前１０時０７分 

再 開 午前１０時１５分 

○議長（谷口雅人）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  次に、中野ゆかり議員の質問を許します。 

  ５番、中野ゆかり議員。 

○５番（中野ゆかり）  私はこのたび、ふるさと納税に関することと、成年後見

制度に関する二つの質問をさせていただきます。 

  最初の質問は、ふるさと納税に対して質問させていただきます。 

  既にふるさと納税に関して、皆さんご存じのことと思いますが、共通認識をす

るために説明させていただきます。 

  このふるさと納税は、応援したい自治体に寄附した場合、その金額に応じて個

人住民税と所得税が軽減される寄附金税制度のことです。このふるさと納税に関

しては、平成２３年の６月定例に某元議員が推進すべきではないかと一般質問を

され、その答弁として、町長は、「ふるさと納税制度は都市と地方の税制格差を

是正する目的で導入されたが、税額控除が個人住民税の１割までという上限を設

けられていたこともあり、効果は限定的」と消極的な答弁でした。 

  あれから３年たち、鳥取県が２０１３年度のふるさと納税寄附件数と納税額が

全国１位になり、政府もふるさと納税を推進していこうという方針になってきま
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した。そういった時代の流れも踏まえ、私は智頭町もふるさと納税を積極的に推

進すべきと考えますが、町長はどのようなお考えか、お尋ねいたします。 

  以下は質問席にて伺います。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  中野議員のふるさと納税についてお答えいたします。 

  おっしゃるように、一昨年の６月定例会で同様の質問にお答えしました。ふる

さと基金の寄附につきましては、ホームページにおいて広く制度を周知するとと

もに、森林セラピー、疎開保険等あわせ、あらゆる機会を捉えてパンフレットの

配布などＰＲ活動を行い、一人でも多くの方々に智頭町を応援したい、大好きな

智頭町の力になりたいと思っていただけるよう取り組んでいるところであります。 

  昨年度の実績は、１０件、１０２万円、また本年度は現在まで、１６件、２７

万円と、件数は少しずつではありますがふえてはおります。 

  なお、大半の方々が本町出身でなく、一度は訪れた方々や智頭町を応援したい

との思いで寄附していただいております。 

  今後も引き続き、県東京本部・関西本部との連携により、イベント、物産展な

どへ積極的に参加するとともに、あらゆる機会を捉えて本町のＰＲに努めてまい

りたい、このように考えております。 

  また、現在の申し込み方法は、申込申請書を提出の後、払い込みは現金書留か、

会計課窓口及び金融機関に納付していただく方法しかないため、手続が煩雑で、

加入者の伸び悩みの要因でもあります。このため、申し込み手続及び料金決済を

簡素化し加入者増を図るため、町のホームページを改修するとともに、クレジッ

トカードで決済可能とするため、先の定例町議会で補正予算計上し、平成２７年

４月１日稼働に向け、現在、疎開保険とあわせて、ワンストップシステムの構築

を行っているところであります。これにあわせてパンフレットも一新し、より一

層加入者増に向け、積極的に取り組んでまいりたい、このように考えております。 

  なお、中野議員を始めとし議員の皆様にも日ごろ積極的にＰＲいただいている

と思いますが、多くの方々に本町にエールをいただくべく、引き続き推進いただ

きますようよろしくお願いをいたします。以上です。 

○議長（谷口雅人）  中野議員 

○５番（中野ゆかり）  ３年前に比べて、随分前向きな答弁だったので安心しま

した。 
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  あらゆる機会を通じてＰＲしているということですけれども、ちょっと順位を

申して申しわけないのですが、先ほど申しましたように、鳥取県は２０１３年、

ふるさと納税が全国で１位になりました。その順位を見てみますと、１位、米子

市、納税額は約２億７,９００万円、２位、鳥取市、納税額、約１億２,８７０万、

３位、境港市、納税額、約１億１,９００万円です。いずれも市なので、町レベ

ルで調べてみました。１位は琴浦町、納税額、約９,２７０万、２位は南部町、

納税額、約２,６３０万、３位は伯耆町、納税額、約１,７８０万、そして智頭町

はというと、最下位で納税額、約１００万です。積極的に推進、ＰＲしていると

はいえ、ちょっと少ない額ではないかなと思うわけです。 

  先ほど町長が述べられましたように、今後、クレジット決済のことも考えられ

ていますが、今の段階で納税額１００万、他町に比べてちょっと低い額、伸び悩

んでいるというのは何が原因だと思われますか。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  このふるさと納税というのは、おっしゃるとおりに、例

えば智頭を離れて、東京とか大阪とか、ふるさとを離れたと。しかし、やっぱり

ふるさとが懐かしいな、そういった意味で、いわゆるいい意味、心から自分のふ

るさとを憂えてというのがまず基本のスタートでございました。ところが、だん

だんだんだんこれがヒートアップしまして、今、中野議員がおっしゃったように、

どこそこが１番だとか、これ新聞がかき立ててやるわけでありますね。 

  智頭町が一番最下位といいますけども、智頭町は疎開保険というのがありまし

て、これよく、例えば１万円加入していただく人のコメントを見ますと、いわゆ

る「フレーフレー智頭町」ということであります。ところが、私の聞いとる範囲

では、鳥取県が１番、あるいは米子とか鳥取、境港、市が断トツに多い。これは、

今非常に物、物で申し込みがあると。例えば鳥取市に申し込むと物すごい、いわ

ゆるフィードバックの食料が届く。これ非常に得策であるということで、極端な

例、言い方しますと、市がいわゆる業者の物をふるさと納税という名目で売って

あげておると。自分の市に入るお金というのは、ほとんどないと。いわゆる玄関

口に市が立って、市で、業者、製造とかいろんなそういう業者がいらっしゃいま

すね、その物を売って歩くというようなことに変わってきてしまった。これも悪

いとは言いません。市のほうは一生懸命、市が業者のために売ってあげる、物を

県外に。これは一つは理があるでしょう。業者としても助かると。 
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  そういう中で、智頭町は、やみくもに智頭町にあるものを片っ端から売ってい

こうというシステムはとっておりません。非常に納税だけでは少ないかもしれま

せんが、疎開保険を合わせますと、もう少し努力すればというような感はありま

すけども、私はあんまり焦っておりません。 

  智頭町の疎開保険というのは、あくまで智頭町を応援していただく、あるいは

あくまで智頭町を憂えていただく、その心に対して、智頭町のいわゆるおじいち

ゃん、おばあちゃんにつくってもらった、汗水たらしてつくってもらった、その

米や、本物のお米、智頭町を憂えていただいてありがとうございました、これは

ほんの少しのお礼ですけどもという意味の感謝の気持ちで実はお受けしておりま

す。 

  今、鳥取市では、品物をふやそうと、肉でもカニでもイカでも何でもふるさと

納税したらシロイカを送ります、シロイカはもう物すごくおいしいですよ、格安

ですよ、そういう売り方なんですね。これが果たして心を打つかどうか、これは

私はいかがなものかと思っております。が、しかし、決して否定するものではあ

りません。当然、いわゆる純真な気持ちで智頭町でつくられた、おじいちゃん、

おばあちゃんがつくられたお米とか野菜をありがとうございました、この感謝、

感謝の気持ちでお送りする。安いから、納税すると安くて米を売りますような、

野菜を多く多く多く届けますよという意味ではありません。 

  そういった中で、今申しましたように、これからワンストップシステムとか、

入りやすいようなことはしなきゃいかんな、このように思っておりますので、余

り順番にこだわらないほうが私はいいなと。これは新聞社やマスコミが勝手にあ

おってるだけのことであって、余りハートがないなと思っております。以上であ

ります。 

○議長（谷口雅人）  中野議員。 

○５番（中野ゆかり）  私は、決してこの最下位という順番にこだわっているの

ではありません。ただ、順番というのは、最下位イコールふるさと納税に力を入

れていないという資料の一つとして報告させてもらったわけです。 

  町長は、疎開保険もしているからということで、お米や野菜などを物産品の促

進販売という点においては、疎開保険もこの智頭町でのふるさと納税も同じ目的

かとは思います。しかしながら、大きく違う点が一つあります。疎開保険とふる

さと納税の違う点、それは、ふるさと納税は自主財源の確保につながるというこ
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とです。疎開保険は加入していただくことによって、町がもうけてますか。もう

けてはいません。もしものときに備えて、疎開保険というのは基金で積んでいま

す。このふるさと納税、自主財源の確保につながるわけですから、ぜひともそう

いった目で推進していただきたいなと思っています。 

  ほかの町村を拝見しますと、ふるさと納税の財源によって、森林の整備である

とか環境整備、その他もろもろ町の貢献、整備につなげている事例もたくさんあ

ります。そして、心を打つ品であるかどうか、ふるさと納税の商品が業者のもの

を市や町が売っている、いわば手先のようなことをしてるみたいなことに受けと

めましたが、それでもいいじゃないですか。町のものをＰＲし、その業者がもう

かる、もうけたら法人税、税金入ってきますよ。もういろいろな点で、税が入っ

てくる仕組みだなと私は思ってるわけです。そして、今は智頭町におきましては、

お酒であるとか、お米、野菜、木工製品、その他もろもろ、智頭町の物産を多少

網羅はしておりますが、この智頭町におけるふるさと納税の品を今後これを契機

に開発していくなどすれば、もっともっと充実した智頭町の物産もふえていくの

ではないかと思っております。 

  この自主財源の確保につながるという視点においては、町長はどのような認識

をお考えでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  今、ご説明申し上げましたように、決して私は否定する

わけじゃありません。決して否定はしておりません。でありますから、お答えし

たように、ワンストップシステム、簡単に、いわゆる手軽に申し込みができるよ

うな、そういう予算づけも実はしていただいております。 

  そういった中で、智頭町らしいものを送って、ということはやぶさかではござ

いませんので、これから否定はしないということを言っておりますんで、智頭町

らしいふるさと納税の取り組みはすべきだと。でありますから、パンフレットも

一新し、より一層、加入者に向けて積極的に取り組んでまいりたいと考えており

ます、というふうにお答えをしております。以上です。 

○議長（谷口雅人）  中野議員。 

○５番（中野ゆかり）  前向きに考えていただいているようですので、パンフレ

ットを一新するであるとか、クレジット決済、その他もろもろ、いろいろと努力

されるということですが、まずはふるさと納税を智頭町にしていただくためには
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ということで、主に私、三つ改善すべき点があると思うんです。 

  一つ目は、ふるさと納税を検索しやすいホームページにすることです。ふるさ

と納税を智頭町にしたいと思って本町のホームページを検索した際、なかなかふ

るさと納税が探せなかったら、「もうやめた」、次の町を探すということになり

ます。以前に比べて、現在のホームページはかなりよくなってはきております。

しかしながら、役場職員さん以外の人の目、いえば住民の方にホームページを見

ていただいて、意見を伺うということも必要ではないかなと思います。 

  また、二つ目は、商品の充実です。境港や鳥取市、その他もろもろ、いろいろ

商品のラインナップがすごいです。ですけど、それに対抗しようとは私も考えて

はいません。ですけど、智頭町らしい商品って、これまだまだ検討することがで

きるんじゃないかなと私は思ってます。例えばですけれども、智頭急行とタイア

ップして、智頭町のふるさと納税でしか買えないオリジナルグッズのセット商品

をつくっていただくとか、杉玉や杉のボールペン、曲げわっぱなど、杉に関する

商品のほか、季節限定にはなりますけれども、八河谷集落がつくられている知恵

米、また、ドウダンツツジやタマノカンザシ、コケ玉などの植木類などなど、本

当に今ある智頭町の宝を掘り出せば、まだまだ商品のラインナップはふえると私

は思っております。 

  三つ目は、手続の簡素化です。ふるさと納税を智頭町にしようと決めて、ホー

ムページを見て、商品も決めた、ですけど、すぐクレジット決済にならなかった

ら、これまた「やめた」になります。今伺うと、その方向で検討するって、参加

もしているということですので、この１、２、３、この要素はぜひとも再度改め

て見ていただけたらなと思っております。 

  話は少しずれますけれども、私、先月、滋賀県において市町村議会議員を対象

とした研修が行われて、私、個人的に参加しました。北は新潟、南は沖縄県まで

全国から約８０名参加しておりました。その中の４分の１くらいの方としか名刺

交換はできませんでしたけれども、私、ここで驚いたことがあるんです。それは、

私が鳥取県の智頭町から来ましたと名刺を出すと、ああ、智頭町ですかと、住民

自治が進んでいるところですよねという声が返ってきたんです。また、別の方に

同じく智頭町から来ましたと名刺と差し出すと、ああ、智頭町ですか、名物町長

がいるところですよねとか、ああ、視察に行かせてもらいたいと思っているんで

すよとか、百人委員会に興味があるんですよとか、本当に結構多くの方々が智頭
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町と聞いて反応してくださるんですね。講師の先生も、智頭町はテレビで拝見し

たことがありますと、本当に智頭町の存在を多くの方が知っていたことが、私が

驚いたというようなことでした。 

  考えてみますと、今のまちづくりは、寺谷町長がさまざまな発案をされて、役

場職員さんがゼロからその仕組みをつくって、住民もそれに参加するといった全

員参加のまちづくりがされています。本当にすてきなことだなと思った次第です。 

  さて、このように智頭町は全国的にも知名度が上がってきていると思います。

プラスアルファ、ふるさと納税なら鳥取県を検索という全国的な流れもあるので、

これに乗らない手はないと私は思います。ぜひともこの流れをくんで、もう一歩

も二歩もふるさと納税の加入者をふやすよう努めていただきたいと思っておりま

す。再度この点について何かありますか。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  何か私自身くすぐったいようなことを言っていただきま

したが、これちょっと余分ですが、実は来月、この間は東京でしたけども、滋賀

県で今度は町村会の議員の皆さんの前で１時間半、話をすると。これ次の日は片

山前知事、これセットでやらせていただいておるっていうことでありますが、そ

れはさておきまして、いろんな取り方がありまして、おっしゃるように、これは

やぶさかではありません、今、１、２、３の提案をいただきました。当然やりま

すという以上は、今のおっしゃることをもう一回精査して、係とも話をしながら、

前向きに行かせていただきたい、このように思います。 

○議長（谷口雅人）  中野議員。 

○５番（中野ゆかり）  今定例会での智頭町決算監査意見書にも、「新たなニー

ズや課題に柔軟に対応するためにも、自主財源の確保に努められたい」と書かれ

ていました。ぜひとも自主財源の確保という視点からも、ふるさと納税、力を入

れていただきたいと思います。 

  続きまして、二つ目の質問に移らせていただきます。 

  成年後見制度についての質問です。 

  最初に、成年後見制度とはどのような制度かを説明させていただきます。 

  成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する

能力が十分でない人について、本人の権利を守る援助者（成年後見人など）を選

ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。 
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  この文章だけでは少しわかりにくいため、例を挙げます。例えばＡさんが●●

症になり、お金の出し入れも危うくなってきた場合、配偶者や子どもなど四親等

までの親族が必要な手続をして家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所から許可が

出たら、その人が後見人になり、Ａさんのお金や財産の管理を行えるというもの

です。しかし、親族が後見人にならなければいけないわけではなくて、財産があ

る方だと弁護士や司法書士を成年後見人として頼まれる方もおられるようです。

しかし、身内もなく、財産もなく、また、身内がいたとしても知的障がいや精神

障がいをお持ちの方の場合もあります。その場合、町の福祉課が相談に応じて鳥

取県東部の成年後見ネットワークに連絡し、後見人を手配していただけるようで

す。 

  私は正直言って、この成年後見制度に関しては、今まで詳しく内容は知りませ

んでした。しかし、とある方から相談が来て、初めて成年後見制度を利用される

状況は、個々の家庭の問題だけではなく、近所や地区の問題に発展するなという

ことを知って、町としての対策が必要ではないかと思い、今回の質問に至りまし

た。 

  その相談内容というのはこのようなものです。親族がいないＢさんが認知症を

患い、町内の介護施設に入っておられます。その方が所有する畑の一部の石垣が

雨によって崩れたのですが、崩れた土地の下に集落の水道管が埋設しているので、

土砂の撤去を土地の所有者にお願いしたいという内容でした。そこで、Ｂさんの

後見人の方と今話を進めているわけですけれども、私自身この経験を通じて成年

後見人制度の重要性を知ったわけです。 

  さて、今後、高齢化が進み、認知症もふえる可能性があります。また、昨今の

異常気象により土地の崩壊も起こり得ることです。私が受けたこの相談事案はた

またまではなく、今後える可能性を秘めております。 

  前置きが長くなりましたが、町長に質問いたします。 

  本町において、将来を見据えた成年後見制度の仕組みづくりはできていますで

しょうか。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  成年後見制度ということであります。 

  成年後見制度は、今おっしゃったように、認知症、知的障害、精神障害などに

よって物事を判断する能力が十分でない方について、本人の権利を守る援護者を
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選ぶことで、本人を法律的に支援する制度ということであります。 

  現在、町に相談される高齢者、障がい者の方への成年後見制度の利用について

は、社会福祉士を中心に支援し確実に利用することができておりますが、近年、

高齢化による認知症問題が国の課題として上げられるほど深刻となっております。

また、核家族化が進み、親という支援者を失った障がい者が残されるケースの増

加や、それから平成２７年４月に生活困窮者自立支援事業が町の事業としてスタ

ートすることなどから、今後、成年後見制度の利用者の増加が予想され、後見人

の不足が生じ制度の利用に支障を来すおそれがあります。 

  このような状況に対応するため、智頭町社会福祉協議会が後見人となる法人後

見制度について、現在協議を行っているところであります。以上であります。 

○議長（谷口雅人）  中野議員。 

○５番（中野ゆかり）  法人後見制度について検討中ということでお聞きして安

心をしました。私もこのことが必要ではないかと、町が組織を立ち上げて対応す

ることが必要ではないかと思っていたので、とても安心をいたしました。しかし

ながら、組織を立ち上げたらすぐ稼働できるかといったらそうではなくて、人を

確保し、その人を、人材を育成しなければなりません。また、データ管理等々も

必要になってくるかと思います。そのための準備期間も必要と思いますので、早

目にご検討いただき、体制づくりに努力していただきたいと思っております。前

向きな答弁ありがとうございました。ということで、私の質問は以上で終わらせ

ていただきます。ありがとうございました。 

○議長（谷口雅人）  以上で中野ゆかり議員の質問を終わります。 

  次に、平尾節世議員の質問を許します。 

  ６番、平尾節世議員。 

○６番（平尾節世）  今回、私は、現在の日本社会が直面し、そして今後ますま

す進んでいく高齢社会の智頭町の課題について質問いたします。 

  人口減少社会は家族のあり方を大きく変えています。高齢社会の中で、国は同

居する家族の支えを前提にした在宅介護を推進する方針としていますが、核家族

化や家族力の低下で限界が迫り、平成２７年度には介護保険制度の大きな見直し

も予定されています。智頭町のように高齢化の進んだ中山間地域では、さまざま

な課題がより多くなりそうです。 

  このような中で、新聞紙上では高齢社会の不安因子が多く取り上げられていま
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す。智頭町では、小さな自治体ならではのメリットで目が行き届き、対策がとら

れているとは感じていますが、心和苑の入所待ち状態は依然として続いており、

テクノパークに福祉施設の建設が計画されているとはいえ、高齢者が安心・安全

に暮らせる状況に疑問符がつくところもあります。在宅介護を行っている世帯の

うち、介護する側とされる側のどちらも６０歳以上は６０％、６５歳以上は５

０％、７５歳以上は３０％という国のデータもあります。 

  介護生活は家族にとって、気力、体力ともに本当に負担の大きいことです。介

護者が元気なときは耐えられても、高齢になり自分のことで精いっぱいになった

とき、家族愛とばかりは言えなくなります。現在、町内で高齢者が高齢者を介護

し、負担が大きくなり過ぎている状況の有無は把握されていますか。また、今後、

高齢化率が上がっていけば、必然的に老老介護、この言葉はちょっとあんまり好

きではないのですが、新聞紙上でよく取り上げられておりますので使わせていた

だきました。この老老介護世帯も増加します。将来の姿が予想できる場合は、そ

の対策も準備しておくべきと考えますが、将来への対策はどのように考えていら

っしゃるのか、町長にお尋ねをいたします。 

  以下の質問は質問席でいたします。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  平尾議員の高齢者社会の問題についてお答えいたします。 

  ９月１日現在の要介護以上の在宅高齢者は２１４名で、そのうち老老介護と言

われる主介護者が６５歳以上は７２名と把握しております。 

  介護保険制度の見直しにより、施設から在宅へシフトすることや、核家族化が

進展した現在、ご心配のとおりこの数は増加するものと思われます。 

  町では現在、保健・医療・福祉の視点で地域包括ケアシステムの構築を検討し

ているところであり、この中でさまざまな対策を考えてまいりたいと、このよう

に考えております。 

○議長（谷口雅人）  平尾議員。 

○６番（平尾節世）  数年前まで私の知人でも大変な状況にあった家庭が二、三

ありましたので、町内の状況をお尋ねしたのですが、今の町長の答弁の中には、

余りお答えなかったのですが、福祉課長に先日お聞きしましたら、現在非常に困

っているという家庭は把握していないということでした。小さい自治体ならでは

のメリットだなと思って、私も本当に安心したのですが、今後多くなることが予
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想されますので、先ほど町長もおっしゃいましたけれども、地域包括支援センタ

ーでさまざまな対策を考えていらっしゃる、これから考えられるということです

し、それから現在もさまざまな対策がとられておりますけれども、現在の社会は

６５歳以上の高齢者の７、８人に１人は軽度を含む認知症だと言われております。

智頭町にそのまま当てはまらないかもしれませんけれども、町内の介護認定者が

増加している現状は、今回の定例会の事務報告を見ても明らかです。介護認定は

認知症ばかりではありませんけれども、この状況に対処していくとこは、まちづ

くりの重要な課題だと思っております。 

  あるデータでは、週に１回、人の中に参加する機会があることで、認知症が８

分の１になるっていうようなことも言われておりました。その参考なんですけれ

ども、大分県宇佐市安心院町の高齢者教室では、軽度の認知障がいの人が１８人

中１６人が改善し、奇跡の町と言われております。教室もふえているそうです。

このような活動を行政に頼るばかりではなく、もちろんその地域包括センターで

いろいろ考えていらっしゃる中に、そういうデータもとられていらっしゃること

と思いますし、それから、そういうことも参考にしていただけるとは思いますけ

れども、行政に頼るばかりでなく、私たち町民も地域づくりの中に取り入れてい

かなければと思っております。 

  先ほど同僚議員が来年度、今やってる活動がちょっと心配だっていう質問もあ

りましたけれども、地域でやるといってもボランティアばかりには頼れません。

今後、有償ボランティアのような形も必要になってくると思いますけれども、こ

の辺のところを町長の考えをお聞かせください。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  年々、福祉という福祉施策というのは、どんどん裾野が

広がって、どんどん奥が深くなって、非常に多様化しておるというのが現状であ

ります。国もいろんな福祉施策はもういろんな変更といいますか、切りかえとい

いますか、いろいろ出してきておりまして、なかなか我々としても国の考えにつ

いていくのがやっとこさというのが実は現状であります。それだけ日本という国

が高齢者社会になっとるということであろうかと思います。 

  老老介護という中で、平尾議員のおっしゃる意味がよくわかりますし、これか

らどんどんこういう人たちがふえていくというのを把握しながら、地域包括ケア

システムの考え方ですね。これは限られた社会保障費の中で、高齢者が尊厳を保
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ちながら、住みなれた地域で自立した生活を送ることができるよう、医療・介護、

予防・住まい及び地域支援サービスが日常の場で切れ目なく提供できる地域での

体制のこと、ということでありますんで、これから、今言いました多様化の中で、

智頭町としてもどうこれに対応していくか、さまざまな、きょうも高橋議員から

も森のミニデイということで、これは森のミニデイだけの問題ではありませんし、

それからさき方、中野議員からも、あるいは平尾議員からもこの問題、福祉の問

題についてご質問がございました。 

  私は一つ、福祉課だけ、役場だけで全部網羅しようといっても、これはもう到

底不可能です。ということは、次に智頭町らしい活路を見出すのはどういうとこ

ろに見出せるのかなということで、実は高橋議員の森のミニデイという質問があ

りましたけど、この森のミニデイのみならず、地域でどうサポートするか。実は

福祉課長のほうから、町長、社会教育として、今おっしゃった地域の方々に、い

わゆる応援もしていただかないと、とてもとても国の言うとおりにはできない状

況がくると、智頭町だけでなく。ということは、今、智頭町は利活用をやってま

す。六つの地域から成ってます。その六つの地域の皆さんに、社会教育の中で、

今おっしゃるような問題を少しずつ担っていただくということはいかがなものか

ということで、今、福祉課の課長のほうで研究をしてもらっております。そうい

った意味で、トータル的に今お答えしてますけども、いわゆる地域の体制という

ものをどうこれから智頭町らしいものを確立するか、これが大きな課題になっと

ると思います。お答えになっているか、ちょっとわかりませんけど。 

○議長（谷口雅人）  平尾議員。 

○６番（平尾節世）  町長も私も思いは一緒だと思うんですが、なかなか現実問

題、今すぐこういうふうにしてっていうことも難しいのかもしれませんけれども、

やっぱり社会教育であれ、それから福祉であれ、本来、昔々の社会でしたら人助

けっていうか、お互いに助け合うっていうのは普通の話でした。でも、今ごろ、

全てが悪くなったとは言いませんけれども、そういうところが大きく欠けてきて

いる現状もあります。そういう中で、先ほど申しましたように、地域で頑張る、

それからボランティアもする、でも、その中に全部をボランティア、ボランティ

アっていうんじゃなくって、やはり多少は心持ちを出すような有償ボランティア

も考えていっていただきたいと思います。 

  それから、今の話の中にちょうど私の次の質問で出てきましたけれども、今定
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例会の資料の事務報告で、在宅のひとり暮らしの高齢者、先ほど２１４人、これ

は介護認定を受けてる高齢者ということでしたけれども、ひとり暮らしの高齢者

は資料の中では３６０人になっていたように思います。この中には福祉サービス

を受けながらの人もあるでしょうけれども、元気な、まあまあひとりで暮らせる

高齢者だと思われます。しかし、ひとり暮らしが不安になったとき、全員の方が、

じゃあ、ひとり暮らしが不安だからどっかにっていっても施設はありません。そ

のようなときに、ひとりでは不安だけど、お互いに見守り合いながら生活をすれ

ば、まだまだ施設に入らなくっても暮らせるっていう人はたくさんいらっしゃる

と思います。 

  私の知人にもヘルパーさんのお世話になりながら在宅をしてる人が何人かいま

すけれども、ひとり暮らしの人です。体調がよくないときや夜はやっぱり心細く

って、早く施設に入りたいっていう気持ち、入りたいという気持ちがあっても入

れるわけではないんですけど、そういう気持ちと、それからやっぱり在宅で暮ら

したいっていう気持ちのはざまで揺れ動いている人がいます。特に山間部の積雪

時の生活は大変ですし、このような高齢者が今後増加すると思うのですが、１カ

所に何人か集まって、助け合いながら、見守り合いながら暮らすことができれば、

本人の気持ちも安心ですし、それから訪問介護とか、それから訪問医療ですか、

そういうことにも、効率もよくなると思います。お互いに見守り合える集合住宅

とか、シェアハウスのようなもののお考えはありませんか。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  誰もが住みなれた地域で生活を続けたいものです。しか

しながら、冬期間の交通手段の確保困難や、食料品等生活必需品の買い物の不便

などにより、ひとり暮らしに不安やふぐあいが生じることもあります。このよう

な場合に、一時的に利用できる集合住宅など整備し、利用していただくことはで

きないものか、このようなご質問ですけども、どのような体制でお世話や見守り

を行うのか、あるいは需要がない時期の施設維持など、解決を必要とする問題が

多数あり、特に高齢者に限定した公営住宅の建設については、今のところ考えて

おりません。 

  しかし、確かにトータル的に、今言いましたように福祉という分野が広く広く

多様化しております。こういう場合も、私は今言いました福祉課長のほうから提

案がありまして、社会教育の一環としてと。例えばですよ、今、小学校利活用や
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っておりますんで、この五つの小学校がありますね。その中に地域として、その

学校の１教室ぐらいを地域の、いわゆる社会教育として、あるいは公民館活動、

あるいは地域活動ですか、そういうもので独居老人とかひとり暮らしとか、今い

ろんな老老の問題とか、そういう人たちを優しく保護すると、地域で保護してあ

げると。それに対して町は、おっしゃるように何がしの援助をしましょうという

ようなことも実は可能であるかなと、小学校利活用を利用して。そのあたりは福

祉課長、今中心になって病院と、それから社協と福祉課と一緒になって検討して

くれておりますんで、そういう利活用問題で、みんなで、地域の皆さんに理解い

ただいて、今おっしゃるようなこと、高橋議員、中野議員、そして平尾議員のよ

うなトータル的なものをいかがなものかというような思いもありますんで、また

案ができ上がりましたら、ご説明できる日が来かもしれないということでありま

す。 

○議長（谷口雅人）  平尾議員。 

○６番（平尾節世）  多分、町長から小学校の利活用という案が出てくるんじゃ

ないかなと思ってはいましたけれども、確かに小学校の利活用もいいんです、改

修すればできるかもしれませんし、それから町営住宅を建設するっていうことは

私も難しいとは思っております。 

  ただ、もちろん冬期間は、特別、心細い思いをされる方が多いのは事実ですが、

冬期間に限らず、先ほども申しましたように、体調が悪いときや、それから夜と

か眠れないで鬱々としてるときなんかは、本当に心細くなられるんじゃないかな

と思います。そういうときに、隣にというか、近くの部屋にこの方もいらっしゃ

る、この方もいらっしゃるというような、数人の方がいらっしゃれば随分と心の

持ち方が違うのではないかなと思います。 

  それで、小学校の話ですけれども、小学校が現在使えるスペースがある小学校

というのが、私もよその地区の活動にそんなに詳しくはありませんので、小学校

がどうかはわかりませんけれども、山形にしても山郷にしても、土師は少し近い

ですけれども、富沢は壊すことに住民は希望しておりますし、小学校となるとち

ょっと町から離れておりますので、買い物とか、それから病院とか、そういうこ

とにあんまり便利な状況にはないと思いますので、私はできれば空き家とか、そ

れからちょっと目的外使用で不可能かもしれませんけれども、病院のＥ棟の１階

を改修するとか、そういうさまざまな方法を模索して、病院にも近いし、智頭は
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本当に年とってひとりになって、人生の最後まで安心して暮らせるなって思える

ようなまちづくりを期待しております。 

  若い人からも、現在、智頭町内、若い人が少ない少ないっていうのは智頭町内

だけじゃなくて、日本中が問題になっておりますけれども、やっぱり最後まで安

心して暮らせる町っていうのは、若い人も、ああいいな、じゃあ、あそこに住ん

でみようかっていうふうな気持ちになるっていう話を聞いたこともあります。そ

の辺のことも考えて、小学校もいいんですが、小学校を少し頭から離して、そう

いうほかの方法も模索していただけたらと思いますが、もう一度、町長、お答え

お願いします。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  小学校から頭を離してということでありますが、要する

に今まで地区に小学校があったわけですね。それが不便であろうが、不便でなか

ろうが、要するに地区の学校であったと。それが今、空き家になったと。 

  そこで、利活用はさておいて、どっかコミュニティー、空き家といっても、結

局は力を分散しますと、最終的には町がやればいいじゃないのっていうことにな

るんですね。私は声を大きくして要求型から提案、もしくは協力型にスイッチを

切りかえてほしいという要望をいたしました。 

  どういうことかというと、要は、最初は我々もやるけどもといいながら、最終

的にはおんぶにだっこなんですね、役割のおんぶ。役場がやれや、福祉課がやれ

や等々なってしまう。だから、このいい機会に、いわゆる地区で力を結集すると、

そして地区の中で提案しながら、もしくは協力をしながら年寄りを面倒みよう、

今まで世話になった地区の皆さんにご恩返しをしよう、そういう魂を小学校の跡

地利用の一教室に入れたらいかがなものか。そこには、例えばですよ、風呂が要

るかもしれない、でも風呂はちゃんと独居老人でも入れる、あるいはきちっとし

て、じゃあ、俺たちが、私たちが月水金、あるいは火木土、お風呂に地域の人が、

ひとり暮らしの人が入るのは面倒見てあげるわとかですね、重症の方は別ですけ

ども、そういう今、平尾議員がおっしゃるように、昔は肩を寄せ合いながらみん

なで生きてきた、それが崩壊してました、それをもう一回よみがえらせるのも智

頭らしい生きざまの福祉行政ではないかなと、私は強くそう思っておりますんで、

町会議員として、ぜひそういう方向に引っ張っていただければなと。地域には財

産区議員とか、公民館の役員とか、今、利活用の役員さんとか、いっぱいいらっ
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しゃるわけで、そういうのを結集すれば私はいい福祉の社会、だからもっともっ

といい智頭らしい多様化に応えられる、いろんなところに応えられる福祉ができ

るんじゃないかと、こんなことを思っておりますので、また、意見がありました

らよろしくお願いします。 

○町長（寺谷誠一郎）  平尾議員。 

○６番（平尾節世）  私は別に町がやればいいじゃないかっていうふうに思って

いるわけではありません。まだ、ひとり暮らしに耐え得る高齢者、見守りさえあ

れば耐え得る高齢者ですので、例えば都会のマンションで今ごろ若い人たちがシ

ェアハウスのように部屋ごとに住んでいらっしゃいますけど、あんな形で、高齢

者もそこに住めば当然家賃も要ります。それから、先ほど言われたように、お風

呂が要ったりとか、台所が要ったりとか、そういう日常生活が普通にできるよう

なシステムで共同できる、共同に暮らせるようなシステムがあれば安心なんじゃ

ないかなと思って提案をさせていただきましたので、それが小学校であれ、それ

からちょっと大き目の個人の家であれ、それはどこがいいということはないと思

うんです。そういう視点というか、そういうところを考えていただきながら、今

後の福祉の施策の中に取り入れていただいたらと思って、きょうの提案をさせて

いただいたわけです。 

  社会教育もひっくるめ、それから福祉もひっくるめ、地域包括ケアシステムで

これまでも今後も考えていくということですので、安心して住める智頭町を期待

しまして、次の質問に移らせていただきます。 

  最近の研究で、生活習慣病と認知症が密接に関連しているということがわかっ

たそうです。ことし８月の全国紙に、福岡県久山町の住民を対象にした九州大学

の研究チームの１５年間にわたる生活習慣病に関する追跡調査の記事が出ており

ました。糖尿病の人は認知症になるリスクが健康な人の１.７倍、中年期に高血

圧の人は１.７倍から１.９倍、たばこを吸う人は２倍高くなるということが載っ

ていました。 

  生活習慣病は４０代くらいから増加するので早目の対策が必要と、九州大学の

小原准教授は指摘されていましたが、智頭町でも福祉課や病院が生活習慣病の学

習会や実習を端末で呼びかけられているのを耳にします。その効果はどのように

あらわれているのでしょうか。生活習慣病患者は、減少していますか、お尋ねい

たします。 
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○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  これもまた石谷議員の質問にも実はお答えしましたが、

生活習慣病は万病のもととも言われておりますので、改善に向け特定健診で基準

値以上の人への特定保健指導や健康教室、保健師による訪問指導等を行っている

ところであります。 

  今後も広報、告知端末等を活用して、病院と連携しながら生活習慣病の減少に

向け取り組んでまいりたいと思いますが、この減少傾向というのは、今ちょっと

私把握しておりませんので、また、別の機会にでもこれをお答えしたいと思いま

す。 

○議長（谷口雅人）  平尾議員。 

○６番（平尾節世）  結果が出たリスクのあるというか、数値の悪い人に対して

特定保健指導がされているということは知っておりますけれども、なかなか現在

の福祉課の状況を見てると本当に忙しくって、それで一人一人に特定保健指導を

されて回るのも本当に大変だと思っております。 

  私は３０数年間、食生活改善推進員としての活動に加わっておりますが、以前

に比べると調理実習の回数が少なくなっているように思います。回数が少なくな

ってる分だけは住民の勉強の機会が少なくなっているということです。以前は多

い地区では年間に１０回以上されておりましたが、現在はどうも５回程度のよう

です。実習回数を多くすれば予算が必要だったり、それから推進員さんの負担も

少し多くなったりはしますけれども、町民の健康のためでしたら、もう少し積極

的予算を組んでもいいんではないかと思っておりますが、町長のお考えはいかが

でしょう。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  福祉の予算は他町村に負けないぐらい智頭町しっかりし

ておると自負しております。どうもこの福祉というテーマの中で、何回も言いま

すけども、お三方のご質問というのは、全てが高齢者社会に通用するということ

であろうかと思います。その中で、町としてどう、いわゆるこういう高齢者社会

に対処するのかということであろうかと思います。でありますから、今、研究中

でありますけども、研究中ではありますが、ボランティアだけでその地区の皆さ

んにやれやれと言ってもなかなか難しい。となれば、町がどういう手段があるか

というと、私はやっぱりその地区の福祉に対するそういう有償ボランティア的な、
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いわゆる補助ですね。あなたの地区には、こういう高齢者、そのかわり面倒見て

あげてね、そういう気持的にも何にも診てあげてちょうだい。そのかわり町とし

ても予算づけを地区にしましょうというようなことはいかがなものかというよう

な気で今、聞きながら思いましたけども、これは研究をさせてください、という

ことであります。 

○議長（谷口雅人）  平尾議員。 

○６番（平尾節世）  私がこれからどうかなっていうのを言おうかなと思ったら、

ちょうど町長からそういうお話がありましたので、参考にしていただけたらと思

うんですが、男女とも長寿日本一になった長野県は、生活に根づいた予防運動を

されていることで有名なんですけれども、ほっぺた回しと言われる役が自治会役

員の中に順番でやられているそうです。その役員さんが勉強会に参加したり、近

所の人に働きかけることで、自治会役員は年度でかわりますので、順番にその地

域や経験が蓄積されていくんだそうです。現在、私は食生活改善推進員のひとり

なんですけれども、関心のある人だけが取り組むのではなくって、地域の役割と

して交代で行うことがポイントであると思いました。 

  そのことで、肥満者や喫煙者の割合が低くなり、野菜摂取量は日本一になった

そうです。即、智頭町にこの方法が取り入れられるかどうかはわかりませんけれ

ども、各集落、地区、団体への呼びかけの参考になるのではないかと思いました。 

  町民の健康は福祉の費用、医療費用などの軽減にもなりますし、幸福度のアッ

プにもなります。町長が先ほどそういうシステムが必要なんじゃないかって言わ

れたんですけれども、再度このことに関してお考えをお聞かせください。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  これは長野県はほっぺた回し。 

（「はい、そうです。」と言う者あり） 

○町長（寺谷誠一郎）  どういう意味でしょう、それ、ほっぺたってね。 

○議長（谷口雅人）  平尾議員。 

○６番（平尾節世）  おいしいものを食べたらほっぺたが落ちるとかって言うじ

ゃないですか。そういうので名づけられたんじゃないかと思うんですけれども、

ほっぺた回しという役員さんがあるんだそうです。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  要するに、先ほどから申しておりますように、今出まし
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た地域の役割として、その地域に福祉の補助をすると。どういう仕方があるのか、

これはまた再三言っておりますように、研究をさせていただくということであろ

うと思います。 

○議長（谷口雅人）  平尾議員。 

○６番（平尾節世）  この辺のところは、全く町長と私と同じ思いだということ

で、今後、安心に暮らせる社会を目指して、さまざまな施策が立てていただける

ことを期待いたしまして、最後の質問に行きます。 

  最後に、地域づくりについてお尋ねします。 

  現在、五つの地区では振興協議会を設置し、地域おこし協力隊や集落支援員が

措置され、地区住民とともに地域づくりに力を入れていただいております。この

協力隊員や支援員の任期が終了したとき、振興協議会の活動が軌道に乗っていれ

ば交代も幅が広がってよいのかもしれませんけれども、活動の重要な時期に交代

という場合も考えられます。このようなとき、もちろん地域の気持ちと、それか

ら支援員さんの気持ち、それから状況、全て前提にしての問題ですけれども、何

らかの方法で再任用するお考えはありませんか、町長にお尋ねいたします。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  この地域起こし協力隊と、それから集落支援員につきま

しては、総務省の制度を利用しており、その中で任期期間は最長３年までが国の

支援期間となっており、本町では３年を一つの区切りと、このように考えており

ます。 

  現在のところ、任期終了をもって、次年度からは基本的に新たな人を雇用した

い、このように考えております。以上です。 

○議長（谷口雅人）  平尾議員。 

○６番（平尾節世）  地域おこし協力隊や支援員さんが国の費用でお願いしてる

ということは私も存じ上げておりますけれども、町の財政を考えると、議員であ

りながら、またお金を使うことは言いにくいのかもしれませんけれども、それに

も増して、地区自体が盛り上がるということがあれば、それはそのときによって

違う、振興協議会とか地区の状況によって違うと思うのですが、もうそういうと

きがあれば、そこで国のシステムだから切りますっていうふうにすぱっと切るの

ではなくって、何らかの方法を考えていただきたいと思うのですが、こういう工

夫はしてみたいとか、そういうことは何にもないですか。 



－４１－ 

○議長（谷口雅人）  時間、これで最後です。 

  はい。 

○町長（寺谷誠一郎）  基本的には、今言いましたように、最長３年という区切

りを総務省がしております。そういう中で、今、地域起こし協力隊は５人、集落

支援員は９人ということでやっておりますけども、その中で３年くる方もいらっ

しゃいますし、まだ１年という方もいらっしゃいます、いろいろです。その中で、

例えば地域起こし協力隊が３年になったので、じゃあこの方をまた延長するとい

うことは、できません。ですから、方向性を変える、部署を変えるということも

一考にしなければいけない部分もあるかもしれませんし、その辺は、一応総務省

というくくりがありますので、それを破ることはできないので、また、ちょっと

柔軟に考えたいと、考えます。 

○議長（谷口雅人）  時間です、終わりです。 

○６番（平尾節世）  はい。柔軟に考えていただけるということで、終わります。 

○議長（谷口雅人）  以上で平尾節世議員の質問を終わります。 

  次に、岸本眞一郎議員の質問を許します。 

  ７番、岸本眞一郎議員。 

○７番（岸本眞一郎）  通告済みの２点について町長に質問いたします。 

  智頭町議会基本条例は平成２３年３月に制定されました。前文には、議会が二

元代表民主制の一翼を担う町民代表として、町民の福祉増進、向上のための活動

に資するとしております。そのためには執行機関とは緊張ある関係を保ち、独立

対等の立場における政策決定並びに町長等の事務の執行について監視及び評価を

行うものとしております。また、この条例の目的の第１条では、「議会運営の基

本事項は、町民に身近で信頼され、町政の情報を広く公開し、地方自治の本旨で

ある町民とともに進む濶達な議会を目指す」とあります。 

  さらにこの第７条では、町長による政策等の形成過程の説明では、１の政策等

の発生した理由から、７の将来にわたる政策等に実施に係る経費及び予想される

効果の算定までの資料の提供を規定しました。これは政策を立案する行政が資

料・情報を豊富に持っているため、議員が政策の適否を適正に判断できるように

するため、町長が議員に対して説明資料提供をするように定めたものです。 

  しかし、現実はどうでしょうか。今定例会では開会２日前に議案等の資料が出

され、これでは事務の執行についての監視や評価が十分できません。さらに６月
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定例では、上程された町有地の売り払い議案には、第７条の７項目にわたる説明

が十分であったのかどうか。私には第７条がほとんど無視された典型的な議案だ

ったと認識していますが、町長は基本条例の第７条についての認識はどうなのか

を問います。 

  あとは質問席にて行います。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  町長の第７条に対する認識はいかがなものかということ

でございますが、一昨年の３月定例会、一般質問でもお答えしましたが、智頭町

議会基本条例第７条では、町長等が町政に関する重要な施策等を議会に提案する

場合における説明要求及び評価について定められていることから、当然ながら説

明責任はあると認識をしております。以上であります。 

○議長（谷口雅人）  岸本議員。 

○７番（岸本眞一郎）  十分認識をしてるとおっしゃりながら、先ほども言いま

したように、今定例会では決算のチェックをするという重要な議会でありますが、

そういった資料が開会２日前に出てきたという、これも大きな現実でありますし、

先ほど言いましたように、６月定例では町民の大事な財産を売り払うという重要

な議案についても、その単価と面積と、なぜそれが必要なのか、どうしてこうい

うぐあいになったのかという、ほとんど納得のできない状況であったと思います

が、再度それで町長は認識をしてるか、十分に説明等を行ったという認識でしょ

うか。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  ６月議会はもう既に終わっております。私は第７条に基

づく議会からのおのおのの説明要求があれば、その都度真摯に説明を行ってきま

したし、その結果、議会の皆様が納得されたからこそ政策を実施できていると認

識しているところであり、私としては説明責任は十分果たしていると思います。

もし今のように議員が説明責任がちゃんとしてないとおっしゃるなら、私はあな

たの理解度が足りないのかもしれない。なぜならば他の議員さんは私の説明で納

得してこの６月議会はもう終了しております。 

  まあいつものことでありますけども、ご自分だけが私の提案に対する反対とい

うのは以前からずうっとやってこられておりますし、今さらのことでもない。森

のようちえんにしたって森林セラピーにしたって疎開というテーマにしてみても、
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農業施策、農・林を軸にする、全てがいわゆる否定的にこられました。説明云々

かんぬん、これは当然いつも出てくることでありますが、私はあなたがどう言わ

れようと、議会の皆さんが６月議会もいわゆる通過させていただいておりますし、

あとはもう個人的な議員の寺谷に対する思いだけであって、私は説明責任はちゃ

んとしておると、そういう自信を持ってそう言い切れます。以上です。 

○議長（谷口雅人）  岸本議員。 

○７番（岸本眞一郎）  議員が納得して賛成をしたから、自分としては説明責任

を十分果たしているんだという、そういう解釈も確かにありましょう。では、町

民はどうでしょうか。町民は納得をされているんでしょうか。今もう一度言いま

したように、本定例会では、慣例で１週間前までには大体全体の資料をそろえる

という慣例がずっと守られてきました。だのに２日前になってやっと資料が出て

きて、多くの議員が初日に提案に対して質疑等を行わなければならないのに、十

分内容の精査ができなかったという不満が出ておりますし、議運のほうではこう

いうことに対して町長にやっぱりしっかり守っていただきたいというような文書

も町長のほうに出そうという話になりましたが、やはりそういうことについても

町長としてはこの第７条に基づいて十分な時間的な余裕を持った説明等を果たし

ているというような認識でしょうか。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  議会の中で私は議会対応ということがありますが……。 

  議長、ちょっと反問権使わせていただいていいでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  はい。 

○町長（寺谷誠一郎）  私は、このあなたがまいた、これはアジビラでしょうか、

何ビラでしょうか。持参しておりますが、これは寂しい限りですね、実は。今も

６月の土地売買について云々かんぬんとおっしゃいますが、実はあなたは平成２

５年９月議会、こういう私に質問をされてますね。「もっと積極的な方策、条件

不利の智頭ならもっと、それこそ先ほど移住・定住じゃありませんが、無償提供

するというような、そこまでやってもいいのではないかな。そういった思い切っ

た施策での企業誘致ということに転換してほしい、そういうお考えはないですか。

なかなかそういう意を酌んでいただけなく…」、あとは実はこれ議長のほうから

時間切れということで質問は終わっております。また、平成２５年１２月、やっ

ぱり一般質問において、テクノパークの整備と活用についての質問がありました。
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進出企業に対する優遇策について、「鳥取市、倉吉市が行っている相手の要望に

沿った工場を自治体がつくり、それを安価でレンタルするようなオーダーメード

型工場という、進出企業にとって負担の軽くなるような魅力ある施策をどんどん

早急に出すべき」だと、このように議員ご自身が私に質問されております。 

  先ほど売買についておっしゃいましたが、この売買についてこの何とかビラ、

非常に安いと、どうしてこういうそのものを安くしたのか。あなたは安くしろ、

一方では町民に対してはこういうおかしいじゃないかと、安過ぎるじゃないかと。

「このようなインフラの整った土地が１平方メートル当たり６０５円、坪当たり

２,０００円の価格設定について」、安い。あげくの果てには、これは、今おっ

しゃいましたけど、私はすごいことを書かれてるなと思うのは、町民の声。これ

は本当に町民の声なのか、あなた自身が勝手に書かれたのか、これはわかりませ

ん。「Ｓさん、私たちの財産をこんな値段で安売りされて腹が立つな。安売りす

るのは何かおかしいんじゃないか。」これがＳさん。これはあなたが書いたのか

町民が言われたのか、私にはわかりません。また、「Ｎさん。議員や議会のチェ

ック機能はどうなっとるんじゃえ。」「Ｔさん。議会は何が問題なのかわからん

じゃあないんだか。」もし、岸本議員、もしＮさん、Ｔさんでもいい、言われた

ときに、普通だとあなたはこういうことは書かない、普通の人なら。あなたの同

僚ですよ、あなたの仲間ですよ。それをあなただけが正しくて、ほかの議員は全

部だめだ。よくあなたは民生常任委員長をしてる方が、じゃあ、民生の委員の方、

委員長に対してどう思いますか。おまえらはだめだって、普通言われてもこうい

う文書には書かない。これが委員長の人格でしょう。平気でこういうことを書く。

なぜ。自分がパフォーマンス、自分のパフォーマンス。 

  私はそのことについて、ちょっと議長、答弁を求めます。 

○議長（谷口雅人）  岸本議員。 

○７番（岸本眞一郎）  議長、反問権というのは論点整理のための反問というの

が基本だと思いますが、今の反問というのは何がおっしゃりたいのかよくわかり

ませんので、再度もう一度。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  あなたの言ってることは質問をすることと、これに書く、

町民にこのビラをまく、これは私は支離滅裂であると言いたい。それについて、

ここでは安くてもいいじゃないかと、土地は。ここは安過ぎるじゃないかと。何
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か業者と癒着があるんじゃないかと。何かものが起きるときには必ずこういう問

題が提示されるんですね。病院でもそうでした。寺谷町長は病院から何かお金を

もらってるんじゃないか。大きなお世話さまです。こういうことがあなたのブレ

ーンとは言いませんけども、あなた近辺から出たことは事実であります。 

  ですから、なぜあなたは安くてもいいじゃないか、町が何億でも建てて、そし

て三田のパークに企業が入ってもらえばいいじゃないか。何億もかかりますよ。

土地を、じゃあ、なぜ安くしたか。じゃあ、企業誘致という定義がわかりますか。

企業誘致というのは、こういうことです。うちには例えば１億お金があります。

町は仕事はありません。ですから、ぜひこの１億円を提供しますから、企業に来

てください、あなたに。そしてこの見返りにいわゆる雇用をしてください。１億

の見返りは、まあ大体５人か１０人かぐらいをお願いしたいですけどもというケ

ースもあれば、いわゆる固定資産を減免します。固定資産取りませんよ。お願い

ですから、来てください。そのかわりそれに見合った雇用をしてください。ある

いはうちにはお金がありません。土地があります。智頭町の土地であります。こ

の智頭町の土地を提供しますから、ぜひ来てください。いろいろあるんですね。

その中で、あなたがおっしゃりたいのは、俺たちに相談しないで町長が決めてし

まった、何かあるんじゃないか。こういうことを何となく遠回しに私を批判され

ております。これはいいです。批判されるのはなれておりますから、だからその

件について、その件について私は答えていただきたい。どう思ってらっしゃるか、

本当のところ。 

○議長（谷口雅人）  岸本議員。 

○７番（岸本眞一郎）  確かに昨年９月と１２月定例でテクノパークについて、

私の考えなりを提案をいたしました。当然今回の６月定例ではそういった、じゃ

あ、私はこういう考えでこうこうこうして、値段についてもこういう判断をして

決めましたという、そこの経過の答弁がありましたか。最後には業者と話し合っ

て決めましたというような話でしたね。銀行が大丈夫だと言ってるから私は腹を

くくりましたというような話でした。じゃあ、今言うここの基本条例に書いてる

ように、特に７番ですね。将来にわたる政策等の実施に係る経費及び予想される

効果の算定等についても、本当に説明をされたと思いますか。私はそういったと

ころが十分でなかったということで、この６月の事例を今回の町長の説明責任と

いう部分について上げさせていただきました。 
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  ですから、私が言うのは、提案したことについて議会と話し合いながら、企業

誘致のために、じゃあ、こういうことを私としてはしたいと思いますという前提

の中で、それから企業に対して公募をかける等、そういうことを順番がきちんと

されていれば十分納得できる話ですが、今回そのようなことはなされたでしょう

か。 

○議長（谷口雅人）  町長、ちょっとしばらくお待ちください。 

  反問に対する答弁が出ておりますので、岸本議員はその件に関しての答弁者で

すので、答弁が反問にまたさらになるという延々とした反問はありませんので、

論点整理を行われたと。質問に対する質問を相次いでずっとやられるちゅうのは、

これは反問権ではありませんので、これをもってその件に関する質問はこれで終

えていただくこと。それでなかったら反問権は成立しません。了解しましたか。 

○７番（岸本眞一郎）  はい。 

○議長（谷口雅人）  岸本議員。 

○７番（岸本眞一郎）  ただいまの議長の発言は、反問に対しての答弁はこれで

終わりだということですね。この件に関しての質問はこれで終わりということで

はないですよね。 

○議長（谷口雅人）  問い直しはないということです。 

○７番（岸本眞一郎）  いや、反問に対しての答弁の中に次のまた質問が入って

いたらおかしいということですので、反問に対しての答弁はこれで終わりだとい

う私は解釈してますんで、この説明責任のことについては私はまだ質問を続行し

たいと思いますので、それでよろしいですね。 

○議長（谷口雅人）  前の項に戻らないように。前の項に戻りますと、後戻りに

なりますので。 

（「ちょっと暫時休憩をお願いします」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  １０番、酒本議員。 

○１０番（酒本敏興）  暫時休憩をお願いします。 

○議長（谷口雅人）  じゃあ、暫時休憩をします。 

休 憩 午前１１時４８分 

再 開 午前１１時５１分 

○議長（谷口雅人）  再開します。 

  岸本議員。 
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○７番（岸本眞一郎）  じゃあ、再度、論点整理がよくできてないということで、

反問に対しての答えをいたします。 

  先ほど言いましたように、昨年の９月定例、１２月定例で私はテクノパークの

整備と売却等について私なりの提案をいたしました。当然その時はオーダーメー

ドとか価格を安くする、場合によっては無償提供という話もしました。それの条

件については当然町長がそういう案を受けて議会に、智頭テクノパークの整備や

売却についてこのようにしていくんだという議論が進むという前提のもとにやっ

てきましたが、残念ながら６月の議案についてはそういった議論がなかったと私

は判断をしております。 

○議長（谷口雅人）  それでは、次の項に対して質問をお願いします。 

  岸本議員。 

○７番（岸本眞一郎）  いや、次の項っていいましても、私は２問してますので、

説明責任についてはまだ十分質問できると認識しとります。ただ、今、議長の言

ったのには、反問に対してきちんと答えて次に移るということですね。 

○議長（谷口雅人）  そういうことです。 

○７番（岸本眞一郎）  では、町長、今回の９月定例で開会２日前に資料が出た

ということについて、議会に対して十分な情報提供や説明責任を果たしたという

認識でしょうか。そこら辺についてはどうお考えでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  これはいわゆる意図的におくれたわけではありません。

いろいろ状況が変わったり、いろいろのまた決定云々かんぬん、そういう中でや

むなくおくれたということで、何も議員の皆さんをぎりぎりまで出してだまし討

ちにしようとか、そういうことは全くありませんし、私が言いますように、何回

でもお答えしますように、ちゃんと説明責任は果たしておると。それはあなたが

果たしてないと言われても、私はちゃんと話して説明責任は果たしておるという

ことであろうかと思いますんで、これ以上しても答えは同じということでありま

す。 

○議長（谷口雅人）  岸本議員。 

○７番（岸本眞一郎）  ちょっと少し確認ですが、あと私の持ち時間は何分ある

んでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  １１分です。１１分までです。１２時１１分。 
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○７番（岸本眞一郎）  町長に再度、今回、決算書とか補正予算書とかできてる

部分については、私は何も全部がそろわなくても議員の皆さんに十分チェックで

きる期間というもので出せるものは出してよかったんじゃないでしょうか。それ

がなぜ一律に２日前までしか、一部ができてないけど、一部しかできてないから

全部が出せないんだという姿勢はおかしいんではないでしょうか。そこら辺はど

うですか。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  これは岸本議員よりもほかの議員からご指摘を受けまし

た。そのときには、他の議員にお答えしたのは、これは多少申しわけなかったと。

やっぱりきちんと書類がそろってから出したかったということでおわびをいたし

ました。これは当然ほかの、議長以下、名前は言いませんけども、１、２、３、

４名の議員からご指摘を受けました。 

○議長（谷口雅人）  岸本議員。 

○７番（岸本眞一郎）  だから私は町長がこの議会基本条例の７条をしっかりと

私は認識してれば今回のような事態は、一部ができてなかったにしろ、できてる

もの、だったらできるだけ早く情報提供するというスタンスがとれたのではない

かと思っておりますので、町長にはこの７条をしっかりと認識をしていただいて

これからも実行していただきたいと思います。 

  次に、今回、第６次総合計画の見直し案が発表されましたが、事業数で４事業

ふえて１５９事業、事業費で約４１億円ふえて約２０６億円となり、進捗度合い

も２５年度末で約１０３億円の事業費消化となっています。総合計画が目指す町

の姿として、林業・農業を軸とした町民が主役の魅力あふれる元気な町としてい

るが、この実現がどうなっているのかを事業中間年として検証し、修正をするこ

とは、私はタイムリーなことだと思いますが、見直しの背景や事業費増の理由は

何か。また、政府が今後の重要課題としている地方創生のキーワードが「まち・

ひと・しごと」となっているが、仕事・雇用は人の生活を支え、町の活性、維持

に大きく寄与しているが、その上で智頭テクノパークは重要度が増すと思います

が、変更点や残っているＡ、Ｃブロックの売却の進め方はどう考えてるのかをお

尋ねいたします。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  時間が余りないので、ちょっと早口で答弁させていただ
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きます。 

  ６月定例議会でも答弁させていただきましたが、第６次総合計画の見直しにつ

いてを説明させていただきます。ご存じのとおり、平成２２年から２８年までの

第６次総合計画は、１５５事業が記載されており、基本的にはこの事業を中心に

した予算編成を行っております。今回、各課において事業の精査をしました。総

合計画には記載していますが、事業費を計上していない事業についても精査して

おります。このたびは平成２２年に計画策定した当時から今日に至るまでの間、

事業費のみならず、事業の内容精査した結果、名称の変更、新規事業等、追加の

あったものを計画に反映させました。名称変更では、グリーンツーリズムに関す

る事業の積極的推進について民泊事業が主な事業となるため、「智頭町まるごと

民泊事業」と変更をしました。新規事業では、「杉の木村再生事業」、「県立智

頭農林高校との協働連携事業」、「空き校舎利活用事業」、「里山暮らしを維

持・継承するための半業ビジネス支援」の追加をしました。 

  そしてテクノパークの見直しについてのご質問でありますけども、テクノパー

クにおける企業進出をにらんだインフラ整備については、当初、企業誘致として

製造業等を見込んでいました。このたび介護保険制度の安定的な運用を図るため、

地域密着型サービス事業者を公募し、審査の結果、指定事業者として選定した業

者との協議を進める中で、諸条件を総合的に勘案して、用地の売却に至ったもの

です。今回の福祉サービスを提供する会社も一企業として位置づけており、また

現在、展開している上下水道の整備や町道認定についても、幅広い意味での企業

進出等をにらんだインフラ整備として認識しているため、現在の総合計画につい

ては変更しておりません。 

  以上であります。 

○議長（谷口雅人）  岸本議員。 

○７番（岸本眞一郎）  ここも総合計画の企業誘致を積極的に推進するという項

目の中で３項目ありますが、全部赤印になってるんですが、一つについては従来

の予算の１割に減額したという項目がありますし、また、テクノパークのインフ

ラ整備については今年度限り、２６年度限りであとは予算をつけていない。これ

からも中にいい町道等の整備等が必要だと思われるんですが、こういったところ

から見ると本当にテクノパークを積極的に推進していくのかどうか、私は少し姿

勢としては弱いような気がするんですが、この辺についてはどうお考えでしょう
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か。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  これは、今まで実は私が町長をやめたときにテクノパー

クということで新しく企業進出を誘致するんだということがなされておりました。

ところが、水回りも何にもないところに企業に来い来いと言っても、これはとて

も実は無理なんですね。私も町長に返り咲きまして非常にびっくりしました。そ

こで県の関西本部等もいろんな業種を紹介されました。しかし、全部不発に終わ

りました。なぜならば、この水回りがしてないと。こんなとこに来られるはずが

ないということであります。そういった中で、おかげさまでこのたび予算をつけ

ることができたということで、いよいよ本格的に自信を持って誘致企業ができる。

それも有利な誘致企業でなければなりません。そういった意味でテクノパークと

いうのをいよいよ動かすということでありますが。予算を次に上げてないという

ことでありますけども、町道等々、そういうものも当然入っておりますし、これ

からいろいろ水回りができて完備すれば、関西本部、鳥取県の紹介とか、いろい

ろまた出てこようかと思います。そういったところに今度はスムーズに対応でき

るように心がけていくということであります。 

  もう一度言いますけども、誘致企業というのは、議員がおっしゃるように、価

格を公表して、ここを６００円にするから皆さんどうですか、というようなもの

ではないんですね、実は。これは大事な町の町有地を預かってる責任者は私であ

りまして、何もあなたが言うように、安い、何か癒着して云々かんぬん、ニュア

ンス的なものでは当然ありませんし、町民をいわゆる雇用していただく、そのた

めにはいろんな条件を満たしてもらわなきゃならん。銀行の言うとおり、銀行も

調べないでできるんですか。銀行が自信を持ってこの企業ならば町長、大丈夫で

すよ、そのやっぱり言質をとっておかないと。町長、この企業は危ないですよっ

ていう、そういう企業に来てもらいますか。私は責任者として、そしてあの土地

を普通無償でもいいぐらい、あなたが言うように。しかし、それではということ

でこういうことになりましたが、これは私の町長としての責任でやっております。

町民のために少しでも雇用していただく。また、この企業が将来的に活躍できる、

もうぎりぎり面積を持ちますと、次のステップができなくなる。これは誰でもそ

うなんですね。そういう意味でいろんな角度から検討して、町長の責任で議会を

通していただきました。そういった中で、これからテクノパークのほう、また予
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算等々のことが起き上がってこようと思います。そのときにはまた皆さんにご説

明し、納得していただいて、前に前に進めていこう。このような決意をしており

ます。 

○議長（谷口雅人）  岸本議員。 

○７番（岸本眞一郎）  私は総合計画の中でテクノパークについての今回の見直

し、若干評価できる部分も当然あります。企業が進出しやすくするための新たな

助成制度では大方１０倍近くに予算をつけるというようなこともありますが、先

ほど言ったように、関西本部との連携等については従来の１割に削減したり、ま

たテクノパークのインフラ整備については、本年度限りの予算計上しか見ていな

いというようなことですね。 

  私はもう一つ町長に、今回、福祉施設が進出してきたことによって、ある程度

テクノパークについての売却の条件というようなものが見えてきたような気がす

るんですが、今後この売却に向けてどのようなスタンスで進めていこうとしてる

のか。公募等は考えずに、条件等をしっかり町内外に、企業に知らしめて応募し

ていただくというような手法をとるのか、その辺についてはどのようにお考えで

しょうか。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  これからどういう企業がいわゆる手を挙げられるか、ま

だ今のところはありません。しかし、水回り等々、こういう整備しますと、一挙

にいろんな方が注目されると、これは思います。そのときに重要なのは、もう何

でもかんでもいいからということは絶対避けるべきであると。やっぱり我々も選

ぶ権利がありますから、少しでも有利に、町のためになる、雇用していただける、

そういう企業をまず優先。しかし、こういうことを言っていいのか、例えば音の

出る企業というのはやっぱりいかがなものかと。やっぱり整合性をちゃんときち

んとしたレイアウトをしなければなりません。そのときには残念ながらというお

断りをするケースも出てくる。どうしても来てほしいという企業や、いや、この

条件ではちょっと来られないよと言われれば、ぜひお願いしたいというケースも

出てくる。そのときにはやっぱり町長として責任を持って、町民が有利になる雇

用をしていただける、あるいは消費が生まれる、そういう企業に来ていただきた

い。これからいよいよ考える、テクノパークを活用するときに来たと、このよう

な認識でおります。 
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○議長（谷口雅人）  岸本議員。 

○７番（岸本眞一郎）  町長が先ほど言いましたように、企業がこのような条件

ではという話がありましたが、私はやはりその条件というものを、まず基本的な

部分、相手によっては個々に折衝という形で変更される部分があってもいいんで

すが、基本的な部分はまず議会等に示し、オープンにして、各企業もこの条件な

らちょっと打診してみようかという話もありますんで、まずその条件というもの

をきちんとしていただかないと、今のところどんな条件なのか、売却価格がどう

なのか、優遇制度が一体どうなってるのかというのがなかなか目に見えてこない

ので、そこら辺を議会にもわかりように、今後のそういった条件についてオープ

ンにするような考えはありませんか。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  私は誓って議会を軽視するつもりは全くありません。当

然議会一人一人の皆さんは智頭町のためにやっていただいてる。それに相談をす

るのは当たり前のことでありますが、この誘致企業というのは非常にデリケート

なんですね。来たい、じゃあ、条件は、いろいろあります。企業誘致で来られる

企業というのは、基本的にはやっぱり都会よりも例えば賃金が安いとか、いろん

な条件で自分の会社に有利ということをまず考えられます。しかし、賃金が安い

からといって安易に受けとめますと、今度は今、既存の会社の智頭町の引っこ抜

きが始まったり、いろいろなことがおきます。そういうことも加味しながら、最

初から皆さんのオープン、オープン、オープンでしますと、企業もちょっと腰を

引く場面がなきにしもあらず。これは智頭町の例ではありません。ですから、皆

さんを無視することはしません。しかし、ある程度任せていただいて、練って練

って練りまくってここだというときにやっぱりご相談ということにさせていただ

かないと、今おっしゃるように、価格、後になってこんな価格なら買えばよかっ

た、これは違うと思います、これは絶対違います。 

  そういうことで余り申しわけないけども、議論は幾らでもします。しかし、パ

フォーマンス的にこういうビラをまかれると、あなたは智頭町民、町民と言いま

すが、町民のレベルを下げます。もう既にそういうのは話が出ております。議員

もぜひ反省していただきたい。「何だ、智頭町はよくやっとると思ったけども、

何だい、こんなもんがビラがまかれてる。」鳥取のある社長が言いました。「ど

うしてあんた知ってるの。」「いやいや、智頭からうちの会社に仕事に出てるや
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つが見せてくれた。こんなことかいな。」これは非常に智頭町にとってマイナス

イメージですね。あなたはひとりよがりかもしれませんけども、大きな迷惑であ

ります。以上です。 

○議長（谷口雅人）  この答弁をもって時間とします。 

○７番（岸本眞一郎）  以上で終了します。 

○議長（谷口雅人）  以上で岸本眞一郎議員の質問は終わりました。 

  暫時休憩します。 

休 憩 午後 ０時１３分 

再 開 午後 １時１５分 

○議長（谷口雅人）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  ５番、中野議員。 

○５番（中野ゆかり）  済みません、冒頭ですが、私は午前中の一般質問のとき

に不適切な言葉を使ったようです。おわびして訂正いたします。 

○議長（谷口雅人）  具体的に。 

○５番（中野ゆかり）  ●●という言葉を使ったようです。 

○議長（谷口雅人）  それでは、事務局、削除を、申し出がありましたので、認

めますので、よろしく。 

  １番、大河原議員。 

（拍手する者あり） 

○１番（大河原昭洋）  拍手をいただきまして、ありがとうございます。それで

は、議長の許可をいただきましたので、質問いたします。 

  質問に先立ち、定例会初日の本会議場におきまして全員で黙祷をささげ、発生

から１カ月を迎えようとしている広島土砂災害により、心ならずも犠牲になられ

た多くの皆様に改めて哀悼を意を表するとともに、一日も早い復旧、復興を心よ

りお祈り申し上げます。 

  それでは、質問に移ります。 

  人口減少、少子高齢化社会は言われ初めて久しい言葉ではありますが、我が国

の１人の女性が一生のうちに子どもを産む平均数、合計特殊出生率は現在１.４

１であり、今後、出生率が即回復して仮に２.１まで上昇したとしても、人口減

に歯どめがかかるのは６０年後と試算値が示されております。 
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  これまでには戦後３度にわたり地方から大都市圏への若年層の大量の人口移動

が行われました。１度目は高度成長期、２度目はバブル期、３度目は産業空洞化

による地方経済悪化期です。さらに、今後問題視されることは、２０２０年に東

京オリンピックが開催されることや大都市圏にこれまで流入した人口が一挙に高

齢化することで、医療・介護の人材不足による４度目の大規模な人口移動が誘発

されそうなことであります。 

  このように若年層を流出してきた本町の場合、現在の出生率は１.１９と低迷

しており、平成１４年９,５２７人いた本町の人口も、平成２６年では７,７１８

人と１２年間で１,８０９人減少しております。毎年約１５０人の人口が減少し

ており、過去５年間においても同様な減少傾向の数値が示されております。 

  本町においてこのまま自然減、社会減ともに歯どめがかからない状況が続けば、

世代別の人口構成の変化も相まって、今後地域社会の活力の減退が懸念されます。

そこで人口減少対策は本町の最優先課題であると思いますが、現状をどのように

受けとめているのか、町長に質問します。 

  以下は質問席にて行います。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  大河原議員の人口減少対策についてのご質問にお答えい

たします。 

  人口減少は高齢化のさらなる進行とも相まっており、それぞれの集落が抱えて

いる鳥獣被害対策、田畑、農業用水路の維持管理及び冬期間の除雪体制などの多

くの問題がさらに深刻化すると考えられ、重大な危機感を持っているところであ

ります。 

  今後の本町の進めるべき方向として、特に若い世代の方に希望を持って本町に

継続してお住まいいただけるような魅力ある地域となり得るよう、現在進めてい

る子育て、教育、福祉などあわせて、移住定住策を積極的に進めていきたいと考

えております。 

  具体的には、自然増減では出生数の増加に結びつくような施策とともに、転入、

転出の差である社会増減を極力ゼロに近づけていけるような施策を展開してまい

りたい、このように考えております。以上です。 

○議長（谷口雅人）  大河原議員。 

○１番（大河原昭洋）  町長の答弁を聞きまして、現状認識ということにつきま
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しては、町長も危機感を持ってるっていうことはわかりました。これから子育て、

教育、福祉、移住・定住をしっかりと進めていくんだというような答弁でありま

したけども、それでは、このままの推移で人口が減少していくということは実態

としてあるわけですので、本町の経済であったりとか産業、財政、あらゆる面で

大きな影響を受けることになろうかと思っております。 

  そこで智頭町にとっていろいろあろうかと思いますけども、具体的にどのよう

な大きな影響があるというふうに感じておられるのでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  この問題は今、本当に深刻に日本として、皆さんそれぞ

れの県、町、市もこの問題について考えておられるところであります。智頭町と

しても今のような状況を何もしないでただ見守っておりますと、いうように、将

来いわゆるなくなってしまうということで、対策を打たなければならない。これ

が喫緊の課題であろうかと思っております。 

  そういった中で、私がよく口癖に言っております、「お待たせしました、いよ

いよ田舎の出番です」これがいよいよ本当に実はやってまいりました。皆さんご

存じのように、石破大臣、地域創生、いよいよ国も本腰を入れて田舎の対策に取

りかかるということで、今が智頭町のチャンスであろうかと、このように考えて

おります。 

  実はその減少する、減少するという、ただやみくもに言うのじゃなくて、今、

智頭町としての策がございます。これはこれから早急に山村再生課の上月課長

等々きょう幹部でまとめて、県の知事に提出して、知事と智頭町が組んで石破大

臣のところで地方創生っていうものに乗っかるという、そういう路線を組むのが

一番早いと、そう私は感じておりますので、これから智頭町の生きざまの中でそ

ういう具体的な案をお示しして、国の事業に乗っかると。石破大臣も、皆さんご

承知のとおり、あれをしてくれ、これをしてくれでは絶対しないと。こういう思

いがあるからこうだと、こういうことをしたいからこうだと、それじゃないと取

り上げないということですので、早急にそういう作業に入ってチャレンジをした

いということで、ちょっと大ざっぱな返答になりますけども、そういう気持ちで

おりますので、またそのときには皆さんにこういうことをいよいよアクションを

起こしますということは報告させていただきます。 

○議長（谷口雅人）  大河原議員。 
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○１番（大河原昭洋）  先ほどの町長の答弁の中に石破地方創生大臣というお名

前がありましたけども、確かに政府のほうも人口減少対策の総合戦略を作成する

ということで、総理大臣をトップに石破地方創生大臣を本部長に据えて、まち・

ひと・しごと創生本部の設置が決定されました。ここに対して県と連携を取りな

がら智頭町の今の現状について、予算組みであったりとか事業の内容であったと

かっていうことを提案していきたいというふうなお話がありましたので、確かに

これは本当に僕も必要なことだなということは、石破大臣が就任されたときに感

じたことでございます。 

  ちょっと先ほど私の質問に対して町長のほうから、これからの智頭町の事業、

これからの考え方ということでお話がありましたんですけども、人口は減少して

も予算ということを考えますと、歳出のほうも同じくして、これも減っていけば

まだいいんですけども、人口構成も推計どおりの高齢化の進行ということになり

ますと、先ほどから同僚議員が福祉、福祉ということを言っておりましたけども、

福祉関連の予算っていうのはこれからもやはり増加が予測されますし、人口減イ

コール納税者数の減少ということになるわけですので、そうなっていくとやっぱ

り本町の財政というふうなことを非常に厳しくする要因だということであろうか

と思います。 

  固定資産税、法人税並びに住民税ですね、これが、特に住民税の収入が著しく

やはり減少するということが見えておりますので、それから国の今の状況、財政

状況を見ましても、やはり今までどおりの地方交付税であったりとか特交と言わ

れておりますけど、特別交付税というのもなかなか今までどおりということは到

底思えない状況かなというふうに思っております。ですので、このような税の減

収に対して、本町独自の税率調整ができればいいんでしょうけれども、住民のさ

らなる増税というような負担を強いるというふうなことになりますので、これは

現実的な対応ではないなというのは正直感じているところです。 

  すなわち何を言いたいかというと、今までどおりの住民サービスということが

できなくなるっていうことも可能性として増していくんではないかなというとこ

ろを一部危惧してるんですけども、これに対して町長はどのように考えておられ

ますか。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  議員のおっしゃるとおりで、人口が減るといわゆる財政
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にも当然響いてくる。これはどこでも同じ現象だと思います。そういった中で、

当然今おっしゃる町民に対するサービスの低下につながってくるであろうと。こ

れは当然のことですが、そこで午前中、議員の皆さんにも申し上げたように、町

だけではもうなかなか対応ができない部分があると。ということになりますと、

住民サービスということはおねだりばっかり聞くんじゃなくて、むしろ住民自身

にもいわゆる自覚を持ってもらわなきゃいかんと。この自覚を持ってもらう仕掛

けをどう仕掛けていくか。これはとても私は大事だと思います。そういったこと

でいわゆるリーダーの資質が問われるわけであります。人口が少なくなったけ仕

方がないがな、では済まされない。そこをどうクリアするか、これがトップのい

わゆる手腕だと。そういう中で、午前中にも申し上げました、平尾議員にも申し

上げた、ここがいわゆる住民とのどうお互いが責任を持ちつつ持続可能な、いわ

ゆる智頭町を守っていくかということだと思いますんで、これは非常に難しいテ

ーマですけども、これを早くやった町が生き残られるというふうに思っておりま

す。 

  それからもう一つ、私は、坂本龍馬が２４歳の若さでこの国を、日本国を洗濯

せねばならん、こういう言葉を言っておりますね。そのとき私は、今の石破大臣、

「石破先生、あなたがこの国を大掃除せねばならん、そういうテーマでやってい

ただきたい」という申し込みをしたことを覚えております。それがやっと現実に

なろうと今しております。いわゆる大掃除ということであろうかと思います。こ

こに、うまく町長だけでなく、町長と議会、それから議会と町民、これが一丸と

なっていわゆる訴える、直訴する。俺たちはこうやるんだから、だから頼むと。

あれをしろ、これをしろじゃなくて、俺たちがこう思いでやるんだからという、

そういうテーマでこれからぶつけていこうと、このように思っております。以上

です。 

○議長（谷口雅人）  大河原議員。 

○１番（大河原昭洋）  これからはなかなか行政だけでは難しいんだと。我々住

民にも責任を持ってもらってやはり一緒に頑張っていくんだというふうなお話が

ありましたし、これからはその仕組みづくりといいますか、仕掛けをどのように

していくかというふうなことがありました。先ほども私のほうから財政というこ

とをお話しさせていただきましたけども、産業面におきましてもやはり生産年齢

の人口が減少していくということがありますので、本町に存在する企業というこ
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とも、やはり近い将来人員の確保、職員の確保といいますか、困難になるだろう

ということが予測されますし、やはりそういうことも考慮してこれから取り組ん

でいかなければならないのかなというのを今感じたところであります。 

  関連して次の質問に移りますけども、これからも活力を維持し、持続可能な地

域社会を形成するためには、人を呼び込み定着させる視点と、子どもを産み育て

る２０歳から３０歳代の流出をとめ、流入の促進を図るという視点が必要であり

ます。これまでに行われてきた各種施策の見直しと総合的な対策が必要と思いま

すが、どのように考えているのか町長に質問します。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  今おっしゃるように、要は本町に子どもが伸び伸び生き

生き、そういう生まれてくる環境を作らなければ、そしてその生まれた子どもが

智頭町の森のようちえんで活躍してくれておるように、そういう独特の町、社会

をつくっていかなければならない。 

  その中で、きのうも東京で知事は鳥取県の県人会で智頭町というのは森のよう

ちえんで今大変頑張っておるというような、知事みずから智頭町の宣伝をして触

れられておりますが、今、鳥取県では子育て王国というのを看板を上げられてま

す。そこで私は知事に一言物申したいということで、生まれた子どもを育てるの

は当たり前のこっちゃと。ただ、生まれる前から命というのはどういうことかと

いうのを若いお母さん、お父さんたちに教えるべきじゃないかと。生まれる前か

らそういう智頭町というのは考えているんだと。ぜひそういうこともやってみた

い。そこで病院ですと機械的に流れ作業的に、ちょっと悪かったら注射しましょ

う。はい、どうぞ。はい、生まれました。はい、さようなら。これではいわゆる

心に響かないんですね。そこでいわゆる産婆さん、助産婦さん、そういう方を中

心にした子育て。生まれる前から命というものをお父さん、お母さんに教えて、

生まれたら今度はまたそのフォローをしてあげる。そしてまた、大きくなったら

森のようちえん。そういうことをやりたいということで、もう既に知事も理解し

てくれておられます。 

  そういった意味でただふやせ、ただ何とかしろっていうんじゃなくて、もう具

体的に智頭のいわゆる持つべき、いわゆるかせですね。生まれた子どもを育てる

んだけども、生まれる前から智頭はそういう役割を果たしますよと。そういうこ

とを今、知事に訴えて理解をしていただいておる。そういうことを含めて、また



－５９－ 

人口をプラスにもっていきたい。いわゆる目指すのは「安産の里」的なものであ

ります。 

  ちょっとお答えにならないかもしれませんけども、要するにこの問題は幾ら討

議しても、人口をふやすっていっても、じゃあ、ふやしましょう、ふやす要に努

力しましょうで終わっちゃうんですね。ですから、ちょっとしつこいようですけ

ども、そういう具体的に近い答弁をしないとなかなか理解していただけないかと

いうことで、今答弁させていただきました。 

○議長（谷口雅人）  大河原議員。 

○１番（大河原昭洋）  今、町長のほうから生まれる前から命のとうとさという

のを若い方々に知ってもらうんだと。心に響く施策を進めていくんだというふう

なお話がありました。やはり私も議員になりましてから１年経過して、定例会５

回目になるんですけども、議員になる前からこの人口減少問題というのはやっぱ

り大きな智頭町の課題だということは思っておりましたし、議員になってからも

一般質問等々で町長と議論させていただいてきております。 

  何月の定例だったかちょっと覚えておりませんけども、やはり以前から人口減

少問題は本町にとっても大きな行政課題であると。そういうことに特化した役場

の担当課でもやはり立ち上げなければならないんじゃないか。それぐらいのやっ

ぱり重要な問題ではないかということを、その必要性について訴えてまいりまし

たけども、今、町長はかなり前向きな発言をされたと私は感じております。何か

新たな考えがありますか。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  まあ新たなといいましても、要するに人口をふやすため

には産まなきゃいかんと。ただ目をつぶったらできてしまったというのでは困る

と。やっぱりきちんとした環境で子どもを産んでもらわないと、その子どもの将

来にもということで、これは非公式でありますけども、日本で有名な岡野さんと

いう助産婦さん、これはもう３,０００人ぐらい子どもを扱って、そしていわゆ

る生きるということはどういうことかというような有名が方がいらっしゃいます

けども、たまたまその方に東京の私の知り合いの出版社が教えてくれまして、お

会いさせていただきました。その方は北海道に土地を求めて、そしてそういう事

業を展開する計画をされておりましたが、できたら智頭町でもいいですよという

ような口頭で意見を言っていただいております。しかし、これは私が１人決める
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わけでもない。智頭町には病院がありますし、管理者にも相談しなければなりま

せんし、当然議会の皆さんにも相談しなければ。しかし、県に相談したところ、

これおもしろいなということで、未来中心何とかというような、そういう局長も

結構これいけるんじゃないかと。県としても考えなきゃいかんというような、い

わゆる口頭でですけども、ことが進んでおります。要するに智頭町という町は何

もないけど、きれいな空気やきれいな水しかありませんが、でも命というものを

大事にして安産の里、子どもを産みにいらっしゃいというような、そういう森を

いわゆるバックにした、そういうまちづくりも一つはおもしろいんじゃないかな

というようなことで。 

  要は智頭町で山村再生課っていうのをつくりましたのも、山村を再生する。ま

さに今の時世にぴったりのそういう課であります。それをいち早く智頭町はもう

立ち上げておるということで、これから具体的にこの山村再生課、藻谷浩介さん

のおっしゃる里山資本主義、これを先走っていってるような状況がありますので、

まだまだチャンスがあるんじゃないかなと、こんなことを思ってます。 

○議長（谷口雅人）  大河原議員。 

○１番（大河原昭洋）  確かに智頭町役場の中にも職員の数というのは限られて

おりますので、新たに課を設けるっていうことはなかなか難しいとは私も認識を

しておりますけども、大体若者の移住・定住というのは役場の中では企画課とい

うのが中心にやっていると私は理解しておりまして、今後は山村再生課も、それ

ぞれの課が縦割りで若者の移住・定住であったりとか人口減少問題、それに近い

ような内容のもので施策を組んでたと思うんですけど、これからはもっともっと

連携を深めていくということでよろしいんでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  山村再生課あり、企画課あり、等々やっておるわけです

が、当然横のいわゆる連携をということは町としてしてもらわなきゃ困るし、そ

ういう指導もしなきゃいかん。常に企画というのは失敗してもいいから新しい、

いわゆる斬新的な企画をして、そしてそれを実行に移すというのが企画課であろ

うと、私もそういう理解を実はしております。そういう企画課である姿をきっち

り私も指導して、そして山村再生課と言わず、いわゆるオール課でこの問題は取

り組まないと、ただ小手先でやっても何の意味もないでありますから、各課の課

長は全てこの人口問題に対して意見を持ち、理解を示し、やることはやるという
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ことでないと、ただ山村再生課あるいは企画課だけに任せても、これは到底到着

点に着かないと思っておりますんで、オールジャパンではありませんけど、オー

ル課でこれからやるようなことでやっていきたいと、このように思っています。 

○議長（谷口雅人）  大河原委員。 

○１番（大河原昭洋）  今、町長から相当踏み込んだ発言があったなと私も感じ

たんですけども、確かに各課の今の組織の中での縦割りっていう状況では、確か

に陰に隠れてる部分というのはあろうかと思うんです。それをやはり役場全庁的

に、横断的にやっていくんだというふうなお話がありましたので、確かにそうい

うふうになると効果的な政策の立案とか、そういうことにもつながっていくと思

いますし、申しましたように、陰に隠れていた問題点ということも洗い出すこと

もできるんじゃないかなというふうに思いました。 

  それでは、近隣の市も何か最近、新聞で見ますと、近隣の市。市ですね。自治

体の市も、新聞で見ますと、市長をトップにそういうプロジェクトチームをつく

るんだというふうな発言がありましたけども、そういうふうな方向で考えていら

っしゃるということでよろしいんですか。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  改めてそういう新しい課をつくるとか、そういうことで

はなくて、今言いましたように、全般的に当然１週間に１回、課長会を持ってお

りますんで、そういういわゆる智頭町としてのテーマ、大きなテーマ、そういう

ものは各課長が自覚を持って認識し、俺の課でないからそんなもん知るかいとい

うことじゃなくて、みんなが責任を持ち、みんなが前に行く。そしてその表に立

つその課を応援できるような、そういう体制をつくりたい。これも当然今、私が

言ったことは、全部課長がおりますんで全部聞いておりますんで、これは当然そ

のように自覚をしてくれると、このように思っています。 

○議長（谷口雅人）  大河原議員。 

○１番（大河原昭洋）  組織云々っていうふうなことではなしに、もう意識とし

てそういうふうにこれからが町長をトップにして幹部職員全員で取り組んでいく

んだというふうなお話でありました。本当に難しい課題であるのは間違いありま

せんし、やっぱり若者の移住・定住のためには雇用の確保であったりとか結婚の

促進、いろいろな面で、住宅支援も子育て支援も教育、魅力あるまちづくり、も

ういろんなことをセットでやっぱり取り組んでいくということがこの問題をちょ
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っとでも解決に導くんではないかなというふうに思いますので、町長の踏み込ん

だ発言もありましたように、今後も危機感を持って取り組んでいただくことを期

待して、次の質問に移りたいと思います。 

  それでは、保育園、小学校、中学校の一貫した教育について、教育長に質問さ

せていただきます。 

  学校教育はいつの時代も非常に重要であります。それは今の時代も次の時代も

担っていくのはいつでも学校教育を受けた子どもたちであります。本町の教育ビ

ジョンの一節に、保・小・中のゼロ歳から１５歳を見通した一貫した教育を目指

すとありますが、人として成長していく上でその基礎・基本となる土台づくりは

この年代で培われております。そのためにはしっかりとした指針を持って学力、

体力を育む指導の充実が必要とされるわけです。 

  そこで本町の子どもたちの学力と体力の現状認識と実態把握はどのようになっ

ているのか。また、その対策として目標値を設定して保小間、小中間での具体的

な取り組みは現在行われているのか、教育長に質問します。 

○議長（谷口雅人）  長石教育長。 

○教育長（長石彰祐）  失礼します。大河原議員のご質問にお答えをしたいと思

います。 

  本町のビジョンの中で、中学校卒業時に向けた目標として、自分の希望する進

路がかなうようにということで、自尊感情や自己肯定感を高め、みずからの個性

や能力を伸ばしながら、夢や希望の実現へと歩むことができる忍耐力の強い子ど

もたちの育成を目指しているところでございます。 

  そして地域を感じて、地域のよさを知り、地域を憂い、これを踏まえて十分な

実力を備えた上で、この地域で活躍しようとする子ども、時にふるさとを出て外

の世界を知り、また時にふるさとに戻り、その意志や経験を生かそうとする子ど

も、そのような心根を持つ子どもたちを育てたいと考えております。 

  保・小・中間の連携では、保育士と教職員が連携して子どもたちの発達段階を

十分に理解して、一人一人に応じた生活や学習へのきめ細やかな指導と支援が可

能となるよう、一貫して教育を行うことが必要であります。 

  具体的には、子どもたちの実態や情報を共有して、次の教育段階へつなげるた

めの保小連絡会や小中連絡会がございます。また、保育士や教員が子どもの発達

段階や保育・教育を理解するための夏期の保育体験、また小中の合同の授業研究
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会などがございます。保育園から小学校、小学校から中学校へとスムーズにつな

がるための体験入学や子ども同士の交流会もしております。 

  こういうような交流事業は当然ながら従来からしておるところでございますけ

ども、私も教育現場のほう、また保育園のほうに指示しておりますのは、やはり

教員が保育園に入って保育を行うであるとか、それから保育士が小学校に行って

授業を行うであるとか、そういうような相互乗り入れですね。先ほども出ており

ました、横の連携ですね。こういう部分は１日限りの体験とならないような、そ

ういうような試みができないものかということを園長、校長のほうに研究するよ

うに指示をしているところでございます。 

  次に、先ほど出ておりました学力・体力面の実態把握、分析でございます。学

力面での実態把握では、県の診断テスト、これは小学校のみとなりますが、それ

から標準学力調査、全国の学力・学習状況調査、こういうものによりまして、各

学年ごとに教科別、学習領域別の全国平均値、鳥取平均値との比較や同一学年の

経年変化を分析して、子どもたちの状況を把握しております。 

  本町の子どもたちの学力については、学年ごと、年ごとに若干違いはございま

すけども、全般的に知識を問われるＡ問題よりも活用する力を問われるＢ問題の

ほうが若干課題があるように感じております。要は基本はできておるけども、応

用がなかなかという部分がちょっと課題があるのかなということを認識しており

ます。このようなテストの結果は学力全体を指すものではございませんので、こ

れも特定する一部の結果ではございますが、そういうような状況にあるというこ

とも把握をしております。 

  各学校では、学力調査結果をもとにアンケートを実施したり、学習に関するア

ンケート、それから生活等のアンケート、こういうようなものをもとに実態把握

とあわせて分析をしておるところでございます。やはり日々の教育活動の改善で

あるとか特徴ある取り組みに生かすためには、各分野で分析して努めてまいらね

ばならないと考えております。 

  続きまして、体力面ですけども、やはり全県、全国の新体力テストの結果をも

とに分析をいたしておるところでございますが、全国平均や県平均と比較して筋

力、握る力、握力、それから持久力、これはシャトルランと申しますけども、こ

ういう部分は良好ではあります。ですけども、ボール投げ等の投能力、投げる力

ですね、それから高学年の長座体前屈、前のめりに体がやわらかくなって伸びる



－６４－ 

ことができる、こういう部分が若干課題があるように感じております。 

  これらの結果を分析しまして、先ほど学力の部分でもお話ししたように、状況

調査につきましては、教育委員会でも分析をしておるところでありますけども、

課題解決に向けて小・中学校の教育活動の充実を最重要課題として考えていると

ころでございます。教師力のスキルアップというんですか、そちらのほうにも力

を出してまいりたいと考えております。 

  なお、体力につきましては、小学校の統合のときに今まで歩いていた子どもた

ちがバス通学ということにほぼなりました。智頭区の子どもさんを除いてはバス

通学という状況にあるわけですけども、この中で懸念をしておりましたのが子ど

もたちの体力が下がるんじゃないかということを懸念をしておりました。学校の

ほうで一応今後毎年調べておくようにということで経年の変化を見ておるところ

でございますけども、バス通学の児童が著しく持久力や走る力が落ちているかと

いうとそうではございません。むしろ在の子どものほうが元気なと、今までどお

り元気なという状況が今のところは出ております。こういうところもいろんな部

分がございますので、各年度ごとに違いがありますので、これも見ていきたいな

と思っておりますけども。 

  しかし、スポネット、少年野球であったりバレーであったり、それからバスケ

であったりサッカーであったり。こういうことを続けている子どもさんはやらな

い子どもさんと断然の開きがあります。ですから、各学校においてもやはりクラ

ブ活動が入るのが必須というわけではございませんので、常日ごろの生活の中で

特に体力については小学校の全児童を対象に継続的に朝マラソンであったりスト

レッチ運動であったり、このよう柔軟性の養成に努めるとともに、校庭に新設し

たドッジボールコートを活用して、遊びを通して投げる力の向上を図るなど、そ

れぞれの課題を克服するための取り組みを行っているところでございます。以上

です。終わります。失礼しました。 

○議長（谷口雅人）  大河原議員。時間が迫っておりますが、手短にお願いしま

す。 

○１番（大河原昭洋）  教育長のデビューということもありまして、すごい詳し

い答弁をいただきまして、言うちゃいけんのですが、ありがとうございました。 

  最後に、ちょっと私も質問をいろいろと考えてたんですけども、時間がなくな

っちゃったもんですから、また次の機会にしっかりと質問させていただきたいと
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思うんですけど、一言だけちょっと教育長に宿題っていうわけじゃないんですけ

ど、申し上げておきたいのは、やはり保・小・中の一貫した教育ということは、

スタートである保育園から中学校の卒業時というのをしっかりとやっぱり意識し

たものを考えながら、その年代、年代に合わせてやっぱりある程度の目標値とい

うことをしっかりと設定していただきたいなというふうに思っております。その

ためには何が今足りないのか、今後何が必要かというふうなことをしっかりと考

えていただきたいなというふうに思っておりますし、我慢する力であったりとか、

そういう教育ビジョンに辛抱する力であったりとかっていうことも、粘り強く頑

張る力であったりっていうこともちゃんと書かれておりますので、そのもととな

るのは何なのかということをただよく考えていただきたいなと思って、次の機会

にまた議論を深めたいと思います。 

  以上で私の質問を終わります。 

○議長（谷口雅人）  以上で大河原昭洋議員の質問を終わります。 

  次に、徳永英太郎議員の質問を許します。 

  ８番、徳永英太郎議員。 

○８番（徳永英太郎）  まず、この８月に起きました広島県の豪雨災害でお亡く

なりになられた多くの方々に対し、衷心より哀悼の意を表するとともに、ご冥福

をお祈りいたします。と同時に、被災された数多くの方々にお見舞いを申し上げ、

一日も早い復旧とこれまでの日常生活が速やかに返ってくることをお祈りいたし

ます。 

  それでは、通告に従いまして質問を行います。 

  まず、消防体制の充実についてお尋ねをいたします。 

  本町の行政運営の総合的な指針となる第６次智頭町総合計画では、四つの基本

理念を掲げています。その一つに安全・安心で住みよいまちづくりがあります。

その中の計画事業で安心できる生活の確保とあり、実施計画として鳥取県東部行

政管理組合による消防・救急体制の維持・充実と消防団員の確保など、消防団活

性化対策の推進が上げられています。 

  そこで初めに、東部広域消防智頭出張所についてお尋ねをいたします。消防局

の平成２６年版消防年報によりますと、智頭出張所の建物は鉄骨造平家建て、延

べ面積は２７８.２５平方メートル、敷地面積は６６１.５３平方メートルで、昭

和５４年１０月１日開設であります。間もなく３５年を迎えようとしています。
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昨年は大きな火災はありませんでしたが、救急活動は近年増加の傾向にあります。

昨今における災害の集中化、激甚化、局地化の現状を考えますと、住民の安全・

安心を守る行政の責務はますます大きくなってきています。常備消防の持つ役割

もおのずと大きくなってきています。 

  消防・救急体制の維持とさらなる充実は、もはや一刻の猶予もならない本町の

課題であると言っても言い過ぎではないと考えます。以前同僚議員が同様の質問

を行っていますが、そのときの答弁は消防庁舎整備計画会が設置された、全体計

画の中でその位置づけとなる、役場周辺の駐車場が狭いという意見もあり、一体

的に進めるということでした。 

  今まで述べたような観点から、現在の東部広域消防智頭出張所の置かれている

位置や建物は、一日も早く対策を講じなければならないと考えます。このことに

ついてどのように考えているのか、町長にお尋ねいたします。 

  以下は質問席にてお尋ねいたします。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  徳永議員の消防体制の充実についてお答えいたします。 

  地域における日常の消防、防災活動におきまして、本町の消防団組織は県下で

も充実しているところであります。また、昭和５４年１０月に設置された東部広

域八頭消防署智頭出張所につきましては、火災や救急及び風水害などの自然災害

等、各種災害から町内の防災、減災に努められ、住民の安全・安心な生活確保に

大きく寄与されていることは言うまでもありません。 

  以来３５年経過した今日、町内の火災件数は減少しておりますが、救急件数は

約６倍、平成２５年度は２７７件ございました。約６倍に達し、今後の高齢化社

会を見据えると増加傾向にあります。また、阪神大震災、東日本大震災など大規

模化する自然災害等に適切に対応するため、人員・資機材・車両等が増強され、

時流に対応できる消防力の強化が図られているところであります。 

  このような中、東部広域構成市町で庁舎整備の検討を行い、昨年１２月、東部

圏域の実情と地域性を考慮した総合的な消防庁舎整備基本方針が示されたところ

であり、庁舎整備の方針では、安心・安全な庁舎、時代の要請に応じた機能を有

する庁舎、経済性と環境にすぐれた庁舎、利便性にすぐれた庁舎などを基本的な

考えたとして、整備の優先度を勘案し、全体計画が取りまとめられたところであ

ります。 
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  なお、智頭出張所の状況につきましては、耐用年数は３８年で、現在３５年が

経過しておりますが、耐震診断結果では早急な整備が必要であると報告されてお

り、整備優先度は上位に位置づけられています。今後の整備に当たっては、現在

の面積や立地条件等勘案し、新築移転が望ましいと考えられますが、庁舎の用地

確保は町が行うとこととなっており、まずは候補地の検討に着手することとし、

消防・救急体制の維持及びさらなる充実に努めてまいりたいと思います。以上で

す。 

○議長（谷口雅人）  徳永議員。 

○８番（徳永英太郎）  認識の点では変わらない、ほとんど一緒だったと思いま

す。現状認識という点では私の考えておることと大差はないと思います。整備計

画は基本方針が示されたということでございまして、優先度は上位だということ

で、そのためには用地をどのようにするかということが当面の問題だというふう

な答弁だっただろうかと思います。 

  私は、住民の安全・安心のためであれば、やはり住民の方はどういいますかね、

経済的な、経済的とか予算については大きな反対はないっていうふうに考えてる

んです。皆さんの安全・安心を守るためにここにこういう土地が必要なんだよと

いうことを住民の方が理解されれば、やはり今の町の財政の中でその予算が組め

ないということはないというふうに考えております。 

  しかるに現在の消防庁舎の現状を考えてみますと、敷地面積が非常に狭いんで

すね。他町の同様の同じような施設をちょっと見てみますと、これ消防年報なん

ですけども、八頭消防署はちょっと規模が違うんですけども、用瀬出張所は敷地

面積が８１０平方メートルなんですね。これに対して智頭出張所は６６１.５３、

若桜出張所にいたっては敷地面積は９２２.４８あるんですね。智頭の敷地より

かなり面積が広い。 

  それから場所的にどうかといいますと、町のほぼ中心部に位置してて、やはり

夜間の救急出動などには、住民の皆さんにご負担というか、それをしいていると

いう結果にもなっておりますし、場所的にもう一ついいますと、大川のねきに位

置してますんで、もし豪雨災害が起こったときにこれがどうなるかということも、

やはり一つ頭の中に入れておかなければいけないということなんですね。 

  耐用年数でいいますと、先ほど耐用年数は３８年あるんだということで、こと

し３５年だからあと３年はもちますよということだったんですけども、耐力度な
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んかから見ますと、確かにずっとずっともっと低いんですね。ですから、そこら

辺をやっぱり考慮しますと、どうしてもやはりこれは急がなければならない問題

であるんだなっていうふうに思うんです。 

  それでこれから、じゃあ、建物自体はあと３年間、耐用年数、それを何とかも

たせればまだ３年、５年はもつんでしょうけども、いや、これから、じゃあ、ど

うしていこうかという基本的な考え方ですね。多少経費がかかっても用地を取得

して早急に設備を充実させるんだっていうふうなことなのか、もう少しできるだ

け先に延ばしたほうがいいんじゃないかっていう、いろんな考え方があろうかと

思うんですけども、町長、どのようにお考えでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  徳永議員がおっしゃることは全てそのとおりであると思

います。要するに町民のいわゆる財産、人命を第一番にしなきゃいかんというの

は、もう当然のことであります。そういった意味で、今言いましたように、耐用

年数が３８年で現在３５年というご報告を申し上げましたが、もう既に取りかか

らなければ遅くなるなという気持ちを持っております。必要敷地面積が約２,０

００平米、いえば国道に面したところがいいではないかというようなこと。それ

から防災・減災事業債、これの適用が用地も含めて２８年度までということがあ

りますので、今、総務課長のほうで早急に検討をするということで、もう既に議

員のおっしゃることは全て総務課長等、頭に入れて行動しておるというのが実は

現状であります。ただ１,０００平米という国道筋ということになりますと、智

頭町の場合は平地が少のうございますんで、さあ、適当ないい場所があるのかな

というようなことも考えておられますし、３７３号線と５３号線、これは二手に

分かれておりますので、どういうところに町民のために新しい消防署をつくるべ

きかということもあわせて総務課長のほうで検討をしております。 

○議長（谷口雅人）  徳永議員。 

○８番（徳永英太郎）  町長、慎重な答弁ですけども、多分大方のめどというの

か、そういうのはお持ちだとは思うんですけども、なかなかそこまでは言えない

んでしょうけども。先ほど言いましたように、本当に場所的にも位置的に本当に

今の場所ではやはり住民の方には迷惑かけてるというところなんですね。 

  それで火災の件数はさほど大きくない、昨年はぼやが２件だということでした

けども、先ほど町長が言われましたように、救急搬送はずっと暫時ふえる傾向に
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ありますね、６倍ということでしたけども。昨年を見ますと智頭出張所管内だけ

で見ますと、２７０回出動して２４８人搬送したという結果が出ております。だ

から２４８人の方が言い方をオーバーに言えば助けてもらったということなんで

ね、これは本当に住民にとっては本当に安心・安全のよりどころの大きな部分に

なるというふうに思うんです。ですから、慎重な中にもやはりあと耐用年数が３

年ということですから、さっき言われたように、順次準備を進めていかないと、

３年っていうのはすぐ経過しますので、先ほどの答弁で準備中だということでし

たんで、そのようにしていただけたらいいなというふうに思ってます。 

  本日も福祉の問題で、議員が数多くの質問をしました。福祉の充実も安全・安

心の大きなよりどころでありますが、消防体制の充実、防災の充実というのもや

はり、これも智頭町民にとってはやはり大きな重要な課題であるというふうに言

わざるを得ません。ですから、私は事あるごとに何度も同じような質問をしてお

りますけども、やはり町民の安全・安心を守るというのは行政の責務であるとい

うことをやはり常に念頭に置いていただいて、行政の執行に当たっていただきた

いというふうに思います。 

  それでは、次の質問ですが、消防団員の確保と消防団の活性化。これも本町の

大きな課題の一つであると考えています。先ほど町長の答弁の中で、智頭町の消

防団は鳥取県内でまれに見る充実した消防団なんだよということをおっしゃって

たんですけども、本当に消防年報を見ましても、智頭町の団員数は突出してます

し、そういう面では本当に充実した消防団であるというふうに思っております。 

  ただ、近年、団員の数が伸び悩み傾向にあるんですね。智頭町の場合、定員は

５００名で４６３名、うち女性の団員が２１名ということなんですけども、女性

団員、これも特筆すべきであろうというふうに思いますけども、なかなか消防団

員が伸び悩んでいるということをどのように分析をしたらいいのか。一つの課題

として、町長、どのようにお考えでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  消防団は地域の安全・安心を守る、町民の皆さんの生命、

身体、財産を守るという強い使命感とみずからの地域はみずからで守るという郷

土愛の精神に基づき活動しております。地域防災力維持のためには大変重要な役

割を担っていただいているところですが、おっしゃるように、一方、団員数は

年々減少しておるというのが実情で、地域防災力の低下が懸念されるということ
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であります。このような中、各地区消防団においては分団の再編を行うなど、定

員の確保に努めるとともに、消防団の活性化に向け尽力いただいているところで

あります。 

  徳永議員のご指摘の消防団員の確保と消防団活性化には、事業所の協力が不可

欠であると認識しており、本町では以前から事業所内の従業員の消防団活動に対

してご理解をいただいており、活動に専念できる協力体制が整っている事業所も

多く、また、数年前には消防団協力事業所として、消防団地域活動表彰を受けら

れた事業所もあります。今後も団員確保に向け、事業所、それから消防団と連携

の上、消防団活動に対して一層のご理解とご協力をお願いしてまいりたい、この

ように考えております。 

○議長（谷口雅人）  徳永議員。 

○８番（徳永英太郎）  従来の消防団という考え方の中に、若い人やそういう方

が消防団に対するという認識の中に、やはりあれはえらいけえ、なるべくかかわ

りたくないなみたいな、そういう認識もあるんでしょうし、ある意味、何もせん

でもよかったらそれでええじゃないかみたいな、そういう意識があると思うんで

す。 

  でも、ここにちょっと他県の消防団の最近の様子をちょっと調べてみましたの

で。機能別な団員、だから消火活動だけに特定しない、ほかの機能に特化した団

員を募集すると。女性の団員については、そのように女性の団員で消火活動に直

接携わらなくても防火指導の啓蒙とか、そういうふうなのに、それからいざとい

うときの救援活動に特化した、そういう活動でもいいですよというようなことで、

結構団員を確保してるという例が紹介されてるんですね。 

  ここに松山市型という、総務省の消防庁の、あるんですけども、女性消防団員

及び機能別消防団員導入の経緯というふうに書いてあります。女性消防団員は消

火活動でやはり女性の視点も非常に重要であり、女性らしいきめ細やかな気遣い

と対応を行うことはやはり主な役割というふうに、その部分に特化して女性に入

っていただくと。そういうふうな方法をとってる場合があります。それから機能

別というのは、これは本町であるかどうかわかりませんけども、郵政省とタイア

ップして郵便局員さんにいざというときの緊急の、オートバイとかなんとかを活

用して情報伝達をしてもらう。そういうふうな機能的な消防団を採用することは

あります。ですから、今までとはやっぱりちょっと視点を変えて、消防団の採用



－７１－ 

に向けて考えを変えるということも一つの方法ではなかろうかなと思うんです。

それから消防団を応援をする体制も、これも重要ではなかろうかと思うんですね。 

  先ほど町長が言われましたけども、企業が消防団を出してるとこについては、

その企業に対して何らかの優遇措置をするとか。本町は本当に以前から企業がそ

ういう面では大変理解があって、一応有事のときには消防団活動、防災活動に優

先的に出させていただいているというのが本町の特色でありまして、これは本当

にありがたいなというふうに思ってるんですけども、先ほどの松山の例を紹介し

ますと、まつやま・だん団プロジェクトというのがありまして、消防団員になっ

た方には顔写真つきのＩＣカードを持っていただいて、松山ですから市内ですね、

本町でいいますと町内で使えるお買い物が何％か割引になる、そういうふうな特

典を消防団員の皆さんに与えるというか、持っていただく。これも一つの方法で

ありますし、ある飲料メーカーとタイアップして、飲料メーカーが設置した自動

販売機、その売上金を消防団に寄附してもらう、一部を消防団に寄附してもらう。

そういうふうな施策をとっております。これもやはり新しい消防団のあり方では

ないかなというふうに考えております。この機能的な消防団、あるいは女性消防

団員に対する新たな考え方、この辺については町長はどのような感想をお持ちで

すか。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  徳永議員がおっしゃるように、確かに昔と違いまして今

の若い方の消防団に対する意識というのは、多少変化があるということも聞いて

おります。そういった中で、それでも智頭町は、消防団員というのは他町に比べ

て非常に多く消防団員がいるということの中で、こうやっていろいろと世の中が

変化していきますと、どうしても意識が変化もしていくいうことでしょう。 

  議員が今ご指摘の消防団員確保に向けていろいろおっしゃられました。消防団

員特典制度、これにつきましては、消防団員だけに特化するというのはどうかと

思いますが、今おっしゃるように、全国の事例では消防団員数の減少によって地

域防災力が低下するおそれがあるために、自分たちの町は自分たちで守るという

意識を持って、町全体で消防団をいわゆる応援、サポートとしていくことを目的

として、消防団サポート、今おっしゃるような苦肉の策といいましょうか、そう

いうことがなされておるということであろうかと思います。 

  いずれにしましても、これは時代とともにある程度、今後検討しなきゃいかん
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部分かなと思ってみたりしますので、今後検討してみたいと、このように考えて

おります。以上です。 

○議長（谷口雅人）  徳永議員。 

○８番（徳永英太郎）  先ほどから事例で全国のあり方を、いろんな消防団のあ

り方をちょっと言わせていただきましたけども、いろいろ検討していただいて本

町に合ったようなやはり前向きな方向に研究していただきたいなというふうに考

えます。時間の都合がありますので、もっともっと本当は言いたいんですが。 

  それでは、次の質問に移らせていただきます。 

  次に、教育長にお尋ねをいたします。 

  本町あるいは地域に営々と伝わる言葉、方言も考えたによっては一つの文化で

あると考えます。これを後世に伝え残すことも行政の責務であると考えます。言

葉は生き物であり、時代時代によって変わっていくことは、ある意味どうしよう

もないことであると考えます。ただ、中央、東京の言葉がよくて、地方の言葉は

だめだということにはならないと思います。東京は新しくて田舎・地方は古いと

いう考え方には納得できません。反対に今こそ古いものを見直すべきときではな

いでしょうか。デジタルもいいが、アナログも今見直されています。 

  たわいのないことかもしれません。大きな問題ではないかもしれませんが、昔

を大事にすること、古いものを大切にすることが未来につながっていくのではな

いでしょうか。教育長の考え方をおたずねいたします。 

○議長（谷口雅人）  長石教育長。 

○教育長（長石彰祐）  徳永議員のご質問にお答えします。 

  方言は、家庭・地域等を基盤として日常生活の中で用いられ、人間関係を結ぶ

重要な役割を担い、地域社会において脈々と培われてきました。特に智頭町にお

きましては、「じゃことば」を代表するように、鳥取県下でも独特の特徴を持っ

ております。方言は地域の人間関係を担うものであり、豊かな言葉の一要素とし

て位置づけることができます。 

  しかし、戦前の軍国主義による方言の禁止であるとか方言の矯正を伴った標準

語の教育、また戦後の学習指導要領における学校での共通語の教育、またテレビ

を中心とした音声マスメディアの発達による社会の変化、都市への人口集中によ

る地域の過疎化、こういうこととあわせて本町の特色としましては、余りいいこ

とではないんですけども、核家族化による３世代同居の減少等によりまして、生
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活の中での方言と触れ合う機会が減っている要に感じております。地域の伝統的

な方言はだんだん希薄しつつありますので、これを後世に残すことは非常に重要

なことであろうかと考えております。以上です。 

○議長（谷口雅人）  徳永議員。 

○８番（徳永英太郎）  確かにそうなんですね。マスメディアの影響というのは

本当に大きいと思いますし、教育が全て共通語で共通語と言っていいのか、標準

語と言っていいのか、全てそういう教育されています。これが一番大きいと思う

んです。それから核家族化。これもやはり一つの大きな要因で、やはり家には昔

は３世代も４世代もいて、昔のおじいちゃん、おばあちゃんが子どもや孫に昔言

葉で、方言でいろいろ話しかけて、子どもも自然に方言を覚えたっていうこと、

そういうこともあったりして、だけども今はそれがなくなったんですね。なくな

ったというよりもなくなりつつあるんですね。だからこれを何とかしたいなとい

うのが、私個人かもしれませんけども、多くの方も、年配の方は多分そういうふ

うに思っておられるんじゃないでしょうか。 

  個人で研究されてる方も町内にも結構おられるんですね。ここに持ってきまし

たけども、これは「智頭地方語」という本が出ています。これは前、智頭中学校

の校長さんをされていた葉狩守先生。この方が個人で自費で出された方言、智頭

の方言。智頭って、因幡地方ですか。そういう…の地方語を集めた本なんですけ

ども、本当に精力的に集めておられますね。それからまた、前の教育長の大原玄

一さん、この方も方言については研究もなさってます。それから個人では早瀬俊

夫さん、この方も方言の研究もなさっています。個人の方がそういうふうにちょ

こちょこそういうことを勉強なさってるんですけども、やはり残していくという

ことについては、本町の行政もやはりそれなりの責任があるんではないかなとい

うふうに考えるんですね。 

  先ほど教育長では、方言はやはり残していかなければならないという、そうい

う答弁をいただきましたので、方向性、考え方としては一緒ではないかなと思う

んですけども、じゃあ、その方法をどのようにするかということですね。いろん

な今言ったような個人でやっておられる方に集まっていただいて、一つの研究機

関みたいなのをつくって、行政が中心になってもらってまとめるとか、いろいろ

やり方はあると思うんですけども、そこらあたりはどのようにお考えでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  長石教育長。 
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○教育長（長石彰祐）  方言の収集にあっては、平成３年に、先ほどお示しいた

だいた智頭地方の方言が町内の研究家により発表されております。また、方言で

記述された「因幡智頭の昔話」も発刊されておりまして、これを含めて地域の語

り部による２０１もの、これを音源化したＣＤも智頭の図書館のほうで活用して

おるところでございます。一方、山形地区であったり山郷地区では、大学生が地

域に入り、お年寄りから直接話を伺い、１冊の本にまとめ上げる聞き書きが取り

組まれています。 

  今後、このような資料収集とあわせて保存・活用を図るためには、音源化とい

うこととやはり地域で行える方言の保存活動、こういう部分を行政としては支援

していくべきではないかと考えております。先ほど出ておりました方言の保護・

保存は行政の責務というお話がありましたけども、なかなか智頭町広くあります。

葉狩先生のその方言集見させていただいても、やはり私の住んでいる那岐の奥と

それから山郷の方面、いろいろ同じ言葉でも使い方が若干違うようにあります。

因幡のほうが強かったり美作のほうが強かったり、いろいろ地域によって変わる

わけですので、そういうようなできれば活字ではなく、これを音源化して残すこ

とができればと考えております。以上です。 

○議長（谷口雅人）  徳永議員。 

○８番（徳永英太郎）  先ほど智頭の昔話の大原寿美子さんの話、酒井董美先生

が再三現地に足を運ばれて自分で録音してそれを本として残したという。これ智

頭弁の昔話で、これは本当にすばらしいものがある。これを、じゃあ、先ほどＣ

Ｄの話も出ましたけども、言葉は生き物ですから、生きた形での残すという方法。

ＣＤでいいかもしれませんけども、私は一つ、学校は今、総合教育の時間という

のがありますね。そこに地域の高齢者の方を招いて、智頭弁で話をしてもらう、

こういう方法もおもしろい、おもしろいいったらあれですが、そういう方法もあ

るんじゃないかなというふうに思ってます。 

  今、朝ドラの話を持ち出したらどうかと思いますけども、ＮＨＫの朝ドラで

「おはようごいす」とか「こぴっと」とか甲府弁が出てきますね。これ本当に現

在、注目されてます。それからもうちょっと前には三陸地方で「じぇじぇじぇ」

とかいう言葉がはやりましたが、流行語になったんですけども、やはり地方の中

にはそれぞれ味を含んだ本当にすばらしい言葉があると思うんですね。だからそ

れをやはり活字だけでなくて、生きた言葉として子どもたちに伝えていく、教え
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ていくというのも、これもやはり教育というか、行政というか、そこらあたりの、

責任という言い方はちょっと厳しいといえば厳しいかもしれませんけども、そう

いう方法もあると思うんですね。 

  だから智頭だけにかかわらず、これはご存じの方もあると思いますけども、古

田恵紹先生が出された、学校の先生でありますし、国府町の開業医されてた森納

先生が出されたこういう鳥取の言葉というのもあります。これは日本の言葉シリ

ーズで、これは全国的に編集されたんですけども、鳥取県の言葉ということで１

冊にまとめたこういう本もあります。文献としてはないことはないんですけども、

先ほどから言いますように、言葉は生き物ですから、イントネーションとかしゃ

べり方がうまいこと伝わらんと後世には残らないというふうに思うんですね。だ

からそこらあたりをどうむきに考えるかというようなやはり問題ではなかろうか

というふうに思うんですね。 

  学力の向上を図るのもやはり教育の責任ですけども、智頭に昔から残ってる言

葉や歴史や文化、これを後世に伝え残すというのもやはり教育の責任ではなかろ

うか、行政の責任ではなかろうかというふうに思うんです。もう一度そこらあた

りを。 

○議長（谷口雅人）  長石教育長。 

○教育長（長石彰祐）  方言の伝承にあっては、やはりその趣を家庭であったり

地域であったり、そういう部分の社会で醸成されることが一番私は重要でないか

と考えております。今さっきご提案のありました学校教育の中でということです

けども、学校教育の場では小学校の５年生の国語科で共通語と方言の違いという

ことを学習をしております。ですけども、これは教科書の教材だけでは十分とは

言えません。ましてや智頭の小学校の教職員は、職員は若干おりますけども、教

員は約２名が智頭の出身ということで、ほかの方は町外であります。ですから、

正しい方言を教科の中で教えるということはなかなか難しい部分もあろうかと思

います。やはり方言は活字で覚えるのじゃなしに、音源とともに、そこに暮らす

人々の気持ちを伝え合うコミュニケーションの道具でしたので、そういう部分も

大事にしながら学習することが大事だと思っております。 

  先ごろですけども、映画「じんじん」という映画を皆さんにも見ていただいた

ところですけども、この活動の中で地域の人たちによる民話の読み聞かせがあり

ました。やはりアクセントであったりイントネーションであったり、そういう伝
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える上でも非常に効果的な活動だったと私は感じております。なかなか学校や地

域の中で伝えるということは意図的には難しい部分ではありますけども、総合教

育の中で、総合学習の中で智頭弁の学習というようなことで、住民の皆様にも光

を当てながら子どもたちに伝えていく、そういうような活動を進めていきたいと

思いますので、ありがとうございました。 

○議長（谷口雅人）  徳永議員。 

○８番（徳永英太郎）  終わります。 

○議長（谷口雅人）  以上で徳永議員の質問を終わります。 

  以上で一般質問を終わります。 

  本日の日程は全部終了しました。 

  本日はこれで散会します。 

 

散 会 午後 ２時３７分 
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